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イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・

コ
ン
セ
ン
ト
を
超
え
て

ー

l

医
療
情
報
の
公
開
と
治
療
結
果
に
基
づ
く
医
療
提
供
者
評
価
の
禦
明
|
|

ロ
パ

l
ト
・

B
・
レ
フ
ラ

l

自当
日

野

裕

夫

訳

目

次

序

医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
の
拡
張

川
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
の
成
長

山
医
療
記
録
へ
の
患
者
の
ア
ク
セ
ス
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説論

(3) 

連
邦
お
よ
ぴ
州
の
情
報
公
開
法

医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
デ
ー
タ
の
発
展

川
医
的
侵
襲
の
評
価
へ
の
要
求

間
治
療
結
果
の
比
較
検
討

間
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
死
亡
デ
ー
タ
に
対
す
る
批
判

医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
デ
ー
タ
開
示
の
イ
ン
プ
リ
ケ
l
シ
ョ
ン

川
競
争
に
よ
る
ケ
ア
の
質
の
向
上

山
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
実
務
と
医
師
H
患
者
関
係
に
お
け
る
変
化

同
医
師
の
診
療
パ
タ
ー
ン
、
雇
一
用
関
係
、
費
用
と
質
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
に
対
す
る
イ
ン
プ
リ
ケ

l
シ
ョ
ン

凶
医
療
情
報
の
公
開
と
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
医
療
改
革
案

四

結
論

1主
序

新
し
い
医
療
の
あ
り
方
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
の
始
め
た
心
臓
パ
イ
パ
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(
1
)
 

ス
手
術
に
つ
い
て
の
外
科
医
ご
と
の
死
亡
統
計
の
公
表
で
あ
る
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
一
般
的
な
疾
患
お
よ
び
手
術
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
に
も
病
院
を
特
定
し
た
死
亡
統
計
が
州
ご
と
あ
る
い
は
全
国
規
模
で
連
邦
の
医
療
財
政
庁

(
E
2
5
の白

2
ヨ
ロ
即
日
5
四

(
2
)
 

〉
品
目

5
2『
釦
立
。
口

)
(
H
C
F
A
)
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
て
き
て
い
た
。
外
科
医
や
病
院
に
よ
っ
て
死
亡
率
に
大
き
な
ば
ら
つ
き
の
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
の
よ
う
な
治
療
結
果
デ

l
タ

(Ba-s-SRO自
巾

E
C
)
の
体
系
的
な
収
集
と
一
般
へ
の
開
示
は
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療

(
F
2
5

同
町
凶
『
巾
}
、

ひ
い
て
は
医
事
法

(
F
2
1
z
g三
の
分
野
に
お
け
る
変
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
デ

l
タ
の
収
集
と
公
表
と
い
う
現
象
は
、
①
法
律
家
と
医
師
の
両
プ
ロ
フ
エ
ツ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
情

報
へ
の
個
人
の
ア
ク
セ
ス
権
の
原
則
が
定
着
し
て
き
た
こ
と
、
②
ア
メ
リ
カ
の
医
療
の
仕
組
み
が
コ
ス
ト
管
理
や
医
療
提
供
者
間
の
比
較
と

競
争
を
促
進
す
る
方
向
に
変
化
し
て
き
た
こ
と
、
③
情
報
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
統
計
分
析
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
急
速
に
発
展
し
て
き
た
こ
と
と
い
っ

た
、
い
く
つ
か
の
動
向
の
複
合
的
な
成
果
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
そ
れ
は
、
医
事
訴
訟
か
ら
競
争
に
よ
る
医
療
の
質
の
管
理
の
改
善
に
い
た
る

ま
で
、
広
範
な
影
響
を
持
ち
そ
う
で
あ
る
。
医
療
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
容
易
性
と
医
療
の
費
用
H
効
果
性

(g∞
マ
え

P
E
5
5
g
)
(壮
効
率
性
)

インフォームド・コンセントを超えて

を
向
上
し
よ
う
と
し
て
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
検
討
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
医
療
制
度
の
改
革
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、

そ
れ
は
、
医
師
、
法

律
家
、

そ
し
て
一
般
市
民
の
治
療
結
果
デ

l
タ
の
利
用
可
能
性
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
は
、

一
般
市
民
が
治
療
結
果
デ

1
タ
を
利
用
で
き
る
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
医
事
法
に
対
し
て
有
す
る
意
味
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
ま
ず
最
初
に
、
医
療
情
報
へ
の
患
者
の
ア
ク
セ
ス
権
の
拡
張
に
つ
い
て
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
発
援
を
簡
単
に
概
観
す
る

(一)。

次
に
、
最
近
の
治
療
結
果
デ

l
タ
の
め
ざ
ま
し
い
発
展
の
契
機
と
そ
の
法
的
基
礎
、

そ
し
て
そ
の
情
報
が
一
般
市
民

に
利
用
可
能
と
な
る
に
い
た
っ
た
過
程
を
紹
介
す
る
(
二
)
。
最
後
に
、
①
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
も
た
ら
す
医
療
提
供
者
聞
の
競
争
、
②
イ

ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
、
医
師
H
患
者
関
係
、
医
師
の
診
療
パ
タ
ー
ン
、
③
医
療
改
革
に
対
し
て
、
こ
の
情
報
の
利
用
可
能
性

そ
の
デ

l
タ
の
内
容
、

北法44(5・3)1041

が
有
し
う
る
イ
ン
プ
リ
ケ

1
シ
ョ
ン
を
検
討
す
る
( 

ー) 。



説

医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
の
拡
張

論

一
般
市
民
が
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
デ

l
タ
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
患
者
に
は
自
分
の
受
け
る
医
療
に
つ
い

て
の
決
定
に
影
響
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
原
則
が
、
法
律
家
お
よ
び
医
師
の
問
で
確
立
し
た
こ
と
に
大
き
く
か
か

っ
て
い
る
。
こ
の
原
則
の
確
立
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
!
と
制
定
法
に
お
け
る
、
理
論
的
に
関
連
す
る
一
二
つ
の
発
展
が
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
①
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
の
定
着
、
②
自
己
の
医
療
記
録
(
自
包
克
巳

2
2
Eと
へ
の
患
者
の
ア
ク
セ
ス
権
の
確

立
、
そ
し
て
、
③
連
邦
お
よ
び
州
の
情
報
公
開
法
の
生
成
と
進
歩
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
動
向
を
概
観
す
る
。

(1) 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
の
成
長

(
3
)
 

古
く
か
ら
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
治
療
を
受
け
た
り
拒
絶
し
た
り
す
る
権
利
を
能
力
者
で
あ
る
成
人
に
認
め
て
き
た
。
過
去
三
五
年
の
問
、

は
情
報
(
説
明
)
を
与
え
ら
れ
た
(
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
)
う
え
で
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
法
的
効
果
は

(
4
)
 

有
し
な
い
と
い
う
一
般
的
な
理
解
に
支
え
ら
れ
て
、
「
治
療
に
対
す
る
同
意
の
必
要
性
」
と
い
う
こ
と
に
実
質
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。

(
5
)
 

そ
れ
以
外
の
選
択
肢
(
治
療
を
し
な
い
こ
と
を
含
む
)

患
者
の
同
意
(
コ
ン
セ
ン
ト
)

医
療
提
供
者
が
提
案
し
て
い
る
治
療
と
、

の
リ
ス
ク
と
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
を
開
示
す
る

こ
と
は
|
|
開
示
し
な
い
こ
と
や
同
意
な
し
で
治
療
を
進
め
る
こ
と
の
正
当
性
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
|
|
、
あ
ら
ゆ
る
医

(
6
)
 

療
行
為
に
先
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
序
曲
な
の
で
あ
る
。

開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
報
の
量
と
内
容
に
関
し
て
は
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

開
示
の
基
準
は
専
門
家
た
る
医
師
の
慣
行

北法44(5・4)1042 



(7) 

(匂

g
r
Z
E
E
-
2∞g
g
)
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
と
す
る
法
域
と
、
原
告
と
同
じ
立
場
に
置
か
れ
た
合
理
的
な
患
者
(
「

E
的。E
E巾
宮
丘
町
ロ
円
)

(
8
)
 

が
治
療
に
つ
い
て
の
決
定
を
す
る
前
に
知
っ
て
お
き
た
い
で
あ
ろ
う
情
報
が
基
準
で
あ
る
と
す
る
法
域
と
が
、
ち
ょ
う
ど
半
分
に
分
か
れ
て

い
る
。
パ
タ

1
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
「
医
師
の
慣
行
(
喜
ヨ

-
2
E
2∞B
B
ご
基
準
|
|
そ
れ
は
過
失
不
法
行
為
(
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
)
法

の
考
え
方
に
沿
う
も
の
で
あ
る
|
|
と
、
自
己
決
定
志
向
の
「
患
者
の
知
る
必
要
性
(
宮

Z
E
.日

sag-20当
ご
基
準
の
ど
ち
ら
が
適
切

{
9
)
 

か
な
り
の
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
医
師
た
ち
自
身
が
患
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

で
あ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

セ
ン
ト
権
の
拡
張
的
な
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
従
い
、
こ
れ
ら
の
こ
つ
の
基
準
の
違
い
は
こ
こ
数
年
で
減
少
し
て
き
て

よ
り
良
い
患
者
H
医
師
関
係
を
促
進

(
叩
)

し
、
治
療
過
程
を
支
援
す
る
と
い
う
意
味
で
、
優
れ
た
医
療
の
標
準
的
な
内
容
と
し
て
見
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

い
る
。
事
実
、
こ
の
一

O
年
の
聞
に
指
導
的
な
医
師
た
ち
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
を
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
患
者
自
治
の
原
則
が
ア
メ
リ
カ
の
医
療
に
お
い
て
圧
倒
的
な
支
配
力
を
も
っ
に
至
り
、
医
師
の
専
門
家
と
し
て
の
判

断
が
時
と
し
て
気
ま
ぐ
れ
な
患
者
の
選
択
に
常
に
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
医
師
は
、
情
報
を
与
え
ら
れ
た
う
え

インフォームド・コンセントを超えて

で
意
志
決
定
を
す
る
と
い
う
患
者
の
権
利
を
一
様
に
認
め
は
す
る
が
、
実
際
に
は
、
患
者
の
選
択
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る
情
報
を
医
師
が
ど

(
日
)

.
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
ほ
と
ん
ど
の
患
者
の
意
志
決
定
に
大
き
く
影
響
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
相
変
わ
ら
ず
意
志
決
定

を
医
者
に
委
ね
て
い
る
患
者
も
多
い
。
専
門
家
の
判
断
の
重
み
と
、
患
者
の
自
己
決
定
の
原
則
は
共
存
し
て
い
る
が
、
現
実
に
は
、
ほ
と
ん

ど
の
場
合
に
お
い
て
専
門
家
の
判
断
の
方
が
よ
り
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

専
門
家
の
判
断
の
重
み
の
根
拠
は
、
部
分
的
に
は
、
医
師
に
利
用
可
能
な
医
療
情
報
と
患
者
の
そ
れ
と
の
間
の
深
刻
な
格
差
に
あ
る
。
そ

北法44(5・5)1043 

の
格
差
が
患
者
の
医
師
に
対
す
る
|
|
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
最
高
裁
の
二

O
年
前
の
表
現
を
借
り
れ
ば

l
l
「
惨
め
な
依
存
(
伊
豆

2同

(ロ)

円四市胃

E
2
2
)
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
格
差
は
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
の
普
遍
的
な
受
容
を
一
因
と
し
て
徐
々
に

狭
ま
っ
て
き
て
は
い
る
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
実
務
に
お
い
て
は
、
患
者
に
与
え
ら
れ
る
情
報
や
患
者
に
許
さ
れ
る
リ
ス



説

ク
H

ペ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
選
択
は
医
師
の
自
を
通
し
て
み
た
も
の
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
医
師
自
身
の
専
門
家
と
し
て
の
利
益
や
経

(
日
)

済
的
利
益
に
有
利
な
形
で
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
依
存
状
態
を
緩
和
し
、
自
分
の
医
療
上
の
運
命
に
対
し
て
よ
り
強
固
な
コ
ン

論

ト
ロ
ー
ル
を
行
使
す
る
た
め
に
、
患
者
に
は
|
!
自
分
の
健
康
状
態
と
、
受
け
る
こ
と
に
な
り
そ
う
な
ケ
ア
の
質
に
つ
い
て
の
|
|
他
の
客

観
的
な
情
報
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

(2) 

医
療
記
録
へ
の
患
者
の
ア
ク
セ
ス

一
九
七
七
年
に
出
さ
れ
た
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
保
護
検
討
委
員
会
百
三

Z
ミ
司
g
Z
5
2
2
E可
E
B
B
-∞
色
。
ロ
)
の
報
告
書
は
、
「
医
療
記
録

の
対
象
と
な
っ
て
い
る
個
人
、
ま
た
は
当
該
個
人
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
責
任
者
」
に
、
「
医
療
提
供
者
の
保
持
す
る
医
療
記
録
」

へ
の
|
|
「
そ
れ
を
閲
覧
・
複
写
す
る
機
会
も
含
め
た
」
|
|
ア
ク
セ
ス
権
を
認
め
る
連
邦
法
お
よ
び
州
法
の
採
択
を
勧
告
す
る
も
の
で
あ

{
M
)
 

っ
た
。
当
時
、
医
師
お
よ
び
病
院
が
保
持
す
る
記
録
に
患
者
が
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
定
め
た
法
律
を
有
し
て
い
た
の
は
、
わ
ず
か
七
州
に

{
日
)

す
ぎ
な
か
っ
た
。

(

日

)

(

げ

)

そ
れ
以
来
、
医
療
記
録
に
患
者
が
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
が
、
記
録
自
体
の
正
確
性
の
向
上
、
患
者
に
対
す
る
教
育
効
果
の
向
上
、
よ
り

(
児
)

(

m

U

)

聞
か
れ
た
患
者
H
医
師
関
係
の
形
成
、
患
者
が
他
の
地
域
に
転
出
し
た
場
合
の
ケ
ア
の
継
続
性
の
向
上
に
資
す
る
と
の
認
識
が
広
ま
っ
て
き

た
。
一
九
九
二
年
現
在
、
五

O
の
州
の
う
ち
コ
二
州
お
よ
び
連
邦
政
府
が
、
患
者
の
か
か
っ
て
い
る
病
院
の
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
定
め
る

(

初

)

、

、

(

幻

)

制
定
法
を
有
し
、
二
六
州
は
、
医
師
の
保
管
す
る
医
療
記
録
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
保
証
す
る
法
律
も
有
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
制
定
法
で
は

(
勾
)

な
く
、
判
例
に
よ
っ
て
患
者
の
ア
ク
セ
ス
権
を
確
立
し
た
州
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
的
な
保
証
の
な
い
州
に
お
い
て
も
、
患
者
の
要
求
に
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対
す
る
医
療
提
供
者
の
自
発
的
な
協
力
に
よ
っ
て
、
患
者
は
一
般
的
に
自
分
の
医
療
記
録
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(3) 

連
邦
お
よ
び
州
の
情
報
公
開
法

そ
の
開
示
に
向
け
て
の
も
う
一
つ
の
法
的
契
機
と
な
っ
た
の
が
、
連
邦
お
よ
び
州

の
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
情
報
公
開
法
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
川
間
で
述
べ
た
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
や
医
療
記
録

政
府
機
関
の
保
持
し
て
い
る
医
療
情
報
に
つ
い
て
は
、

インフォームド・コンセントを超えて

法
と
同
じ
く
、
自
分
の
生
活
に
影
響
す
る
情
報
に
対
す
る
市
民
の
ア
ク
セ
ス
権
を
尊
重
す
る
民
主
主
義
の
発
露
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
法
律
は
、

請
求
さ
れ
て
い
る
情
報
が
ニ
疋
の
除
外
事
項
に
入
ら
な
い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
者
に
よ
る
請
求
に
対
し
て
も
政
府
記
録
は
必
ず
開
示
し
な
け

(
お
)

れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
る
。
連
邦
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
、
情
報
公
開
法
笥

zao自
O
ご
ロ
向
。
「
自
由

Z
S
〉円円
)
(
F
O
I
A
)
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

(μ) 

の
機
関
の
公
表
す
る
規
則
令
指
己
主
5
ロ
印
)
に
よ
っ
て
施
行
さ
れ
る
。

F
O
I
A
と
そ
の
施
行
規
則
は
、
「
医
療
フ
ァ
イ
ル
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
の
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
の
明
ら
か

(
お
)

・
に
み
だ
り
な

(EJE『

Z
ロ
円
邑
)
侵
害
と
な
る
も
の
」
を
、
開
示
請
求
の
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
老
人
に
医
療
保
険
を
提
供

す
る
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

(za田
内
向
巾
胃

S
E
B
)
に
供
給
さ
れ
て
い
る
医
療
サ

1
ヴ
ィ
ス
の
適
切
性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
民
間

の
受
注
者
が
作
成
し
た
、
医
師
お
よ
び
病
院
を
特
定
し
た
医
療
の
質
に
関
す
る
デ

l
タ
の
公
開
を
、
あ
る
消
費
者
団
体
が

F
O
I
A
に
基
づ

い
て
求
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
連
邦
政
府
は
そ
れ
を
拒
絶
し
た
。
そ
の
際
の
根
拠
と
な
っ
た
の
が
、
こ
の
除
外
規
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
拒
絶
の
是
非
を
審
査
し
た
連
邦
地
裁
は
、
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
こ
の
よ
う
な
デ

l
タ
の
開
示
は
「
医
療
フ
ァ
イ
ル
」
の
除
外
に
よ

(
お
)

っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
裁
判
所
は
、
そ
れ
ら
の
デ

l
タ
に
関
す
る
医
師
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

1
の
利
益
(
恥
を
か
く
可
能
性
や
評
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説

判
へ
の
悪
影
響
も
含
め
)

と
、
そ
の
情
報
開
示
の
有
す
る
公
益
を
比
較
衡
量
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
う
公
益
に
は
、
①
医
師
と
病
院
を

選
択
す
る
に
際
し
て
消
費
者
が
情
報
を
与
え
ら
れ
た
う
え
で
選
択
を
で
き
る
と
い
う
利
益
、
②
他
の
地
域
で
医
療
に
従
事
し
て
い
る
医
師
が
、

論

よ
り
的
確
な
転
医
先
の
紹
介
を
で
き
る
と
い
う
利
益
、

そ
し
て
、
③
医
療
計
画

(
U
2
5
三
曲
目
ロ
吉
岡
)
等
に
関
与
す
る
政
府
機
関
と
学
者
を
支

援
す
る
と
い
う
利
益
が
含
ま
れ
る
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
「
市
民
が
よ
り
多
く
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
〔
メ
デ
ィ
ケ
ア

(
幻
)

さ
ら
な
る
監
視
の
努
力
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
も
述
べ
た
。

の
支
払
審
査
担
当
者
〕
に
対
す
る
、

こ
の
消
費
者
団
体
の
デ

l
タ
請
求
は
、
最
終
的
に
は
、
情
報
を
作
成
し
た
民
間
の
受
注
者
が

F
O
I
A
に
服
す
る
政
府
「
機
関
」
で
は
な

(
お
)

い
こ
と
を
理
由
と
し
て
退
け
ら
れ
た
が
、

メ
デ
ィ
ケ
ア
を
所
轄
す
る
医
療
財
政
庁

(
H
C
F
A
)
は
一
九
八
六
年
に
従
来
の
方
針
を
部
分
的

メ
デ
ィ
ケ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
る
病
院
の
死
亡
情
報
を
公
開
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
で
検
討
す
る
こ
の
年
次

い
く
つ
か
の
一
般
的
な
疾
患
と
治
療
方
法
に
つ
い
て
の
、
病
院
を
特
定
し
た
死
亡
率
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
医
師
を
特
定
し

(
初
)

た
デ

l
タ
を
公
表
す
る
こ
と
は
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。

に
転
換
し
、

報
告
書
は
、

日
本
の
地
方
自
治
体
と
中
央
政
府
の
比
較
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
米
国
の
州
レ
ヴ
ェ
ル
の
情
報
公
開
法
の
多
く
は
、
連
邦
レ

ヴ
エ
ル
の
法
律
よ
り
も
リ
ベ
ラ
ル
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
地
域
の
新
聞
で
あ
る

2
2旬
吾
、
紙
が
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
の
結
果

に
つ
い
て
の
医
師
を
特
定
し
た
デ

l
タ
の
情
報
公
開
を
請
求
し
た
の
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
保
健
省

2
2
-
5
0
4
R
5
2
3
は

そ
れ
が
医
師
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
7

シ
l
の
み
だ
り
な
侵
害
に
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
開
示
を
拒
ん
だ
が
、

そ
の
請
求
の
拒
絶
の
是
非
を
審

査
し
た
裁
判
所
は
、
保
健
省
の
処
分
を
覆
し
、
外
科
医
に
は
手
術
結
果
が
一
般
市
民
に
は
知
ら
さ
れ
な
い
と
期
待
す
る
正
当
な
利
益
は
な
い

と
判
示
し
た
。

い
ず
れ
に
せ
よ
医
師
は
同
僚
審
査
(
宮
市
「

2
〈
お
三
、
あ
る
い
は
政
府
機
関
や
保
険
会
社
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
に
対
す
る
合
理
的
な
期
待
は
持
ち
え
ず
、

た
と
え
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
に
対
す
る
期
待
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

「
消
費
者
た
る
患
者
が
、
ど
の
心
臓
外
科
医
を
選
ぶ
か
に
つ
い
て
、

よ
り
賢
明
な
判
断
を
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
公
益
が
そ
れ
に
優
先
す
る
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(
幻
)

と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。

医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
デ

l
タ
の
発
展

(1) 

医
的
侵
襲
の
評
価
へ
の
要
求

以
上
で
見
た
よ
う
な
情
報
開
示
に
好
意
的
な
法
的
環
境
も
、
医
療
提
供
者
間
の
質
の
比
較
を
な
し
う
る
よ
う
な
信
頼
で
き
る
デ

1
タ
が
存

インフォームド・コンセントを超えて

在
し
な
け
れ
ば
、
自
分
の
ニ

1
ズ
に
適
し
た
医
療
提
供
者
「
あ
さ
り
(
田
町
。
3
5
S
」
を
し
た
い
消
費
者
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。

し
か
し
、
医
療
の
消
費
者
に
と
っ
て
は
幸
運
な
こ
と
に
、
手
に
負
え
な
い
医
療
費
用
の
急
艇
に
対
処
す
べ
く
、
政
府
や
民
間
の
医
療
保
険
の

保
険
者
は
、
各
種
の
医
的
侵
襲
の
費
用
H
効
果
性
会

2
7丘町巾
E
Z口
市
目
的
)
を
判
断
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
質
を
測
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
き
わ
め
て
高
度
な
調
査
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
の
多
く
が
、
情
報
開
示
の
諸
法
理
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
代
と
八

0
年
代
の
批
判
的
な
学
問
研
究
に
よ
っ
て
、
比
較
的
狭
い
地
理
的
範
囲
の
中
で
も
、

(
お
)

て
実
に
多
様
な
医
療
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
入
院
率
が
医
療
上
の
必
要
性
よ
り
も
人
口
一
人
当
た
り
の
ベ

(
災
)

ッ
ド
数
と
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
し
、

(
お
)

く
て
逸
話
的
証
拠
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

一
般
的
な
疾
患
の
治
療
に
つ
い

一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
医
療
水
準
も
、
健
全
な
科
学
的
研
究
で
は
な
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説

過
剰
な
医
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
民
間
と
政
府
の
費
用
支
弘
者
の
注
意
を
、

論

の
質
に
悪
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
範
囲
で
の
費
用
抑
制
対
策
に
向
け
さ
せ
た
。
治
療
結
果
の
調
査
を
通
じ
て
治
療
方
法
の
安
全
性
と
効
率
性
を

{

お

)

(

訂

)

評
価
す
る
こ
と
が
、
ま
ず
と
ら
れ
る
べ
き
第
一
歩
で
あ
っ
た
。
治
療
結
果
の
調
査
は
そ
の
哲
学
と
方
法
論
の
両
面
に
お
い
て
批
判
さ
れ
た
が
、

そ
の
利
用
は
広
ま
り
、

か
つ
影
響
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
治
療
結
果
の
調
査
の
活
用
に
向
け
た
一
つ
の
重
要
な
動
き
は
、

メ
デ
ィ
ケ

ア
の
患
者
に
提
供
さ
れ
た
医
療
の
質
に
つ
い
て
の
同
僚
審
査
機
関
(
宮
市
『
河

2
ば
要
。
品
目
区
民
5
5
(
P
R
O
)
に
よ
る
事
後
的
な
評
価
に
、

(
お
)

そ
れ
が
部
分
的
に
活
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
次
に
始
め
ら
れ
た
の
が
、
連
邦
保
健
・
福
祉
省
(
ロ
岳
民

g
g件
。
同
国

2
5
M
g
a
F
E
S

F
2
5
M
}
内
の
医
療
政
策
・
調
査
局
(
〉
常
ロ
ミ
向
。
『

z
g
-
s
n白
BE--ミ
g
s
河内田町白「
n
V
)

が
、
治
療
結
果
調
査
に
部
分
的
に
依
拠
し
て
行

っ
た
、

一
定
の
治
療
方
法
に
つ
い
て
の
医
療
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
で
あ
っ
た
。
全
米
医
師
会
主

B
R
K
g
玄
包
片
包

〉
2
2
5
5ロ
)
や
専
門
分
野
ご
と
の
医
師
団
体
の
よ
う
な
医
療
関
係
組
織
も
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
す
る
こ
と
に
積
極

{
明
日
)

的
に
な
っ
た
。(2) 

治
療
結
果
の
比
較
検
討

個
々
の
医
療
提
供
者
の
成
績
に
体
系
的
に
着
目
し
た
治
療
結
果
の
調
査
は
、
医
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
支
出
の
費
用
H
効
果
性
を
監
視

し
よ
う
と
し
た
連
邦
お
よ
び
州
政
府
の
費
用
支
払
者
の
試
み
に
主
た
る
端
緒
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
の
メ
デ
ィ
ケ
ア
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
費
用
の
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
医
師
や
病
院
は
、

一
人
一
人
の
患
者
に
つ
い
て
の
診
断
、
治
療
、
そ
し
て
そ
の
結
果
に

つ
い
て
の
情
報
を

P
R
O
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
情
報
は
医
師
を
特
定
で
き
る
よ
う
に
し
て
提
出
さ
れ

(
記
号
で
特
定
さ
れ

ケ
ア

l北法44(5・10)1048 



けB る
カ宮 よ

可う
能に
とな
な つ
るて
0コ u、
でる
あ(ナl、|
る~も
。あ

る

そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
定
の
治
療
や
診
断
に
つ
い
て
の
成
績
を
基
礎
と
し
た
医
師
や
病
院
の
ラ
ン
ク
づ

比
較
的
重
病
の
患
者
を
治
療
し
て
い
る
医
療
提
供
者
は
、
疾
患
の
程
度
が
軽
い
患
者
を
治
療
し
て
い
る
医
療
提
供
者
よ
り
も
、
〔
医
療
提

供
者
と
し
て
の
〕
能
力
が
同
等
だ
と
し
て
も
高
い
患
者
粗
死
亡
率
(
2
d
号

B
O
ユ白

-
5
2
5
や
粗
擢
患
率
(
円
『
ロ
母
目
。
『
玄
仏

H
q
z
g
)
を
示
す

こ
と
が
多
い
の
で
、

そ
の
デ

l
タ
に
リ
ス
ク
調
整
処
理
を
施
さ
な
け
れ
ば
有
効
な
比
較
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
関
心
術
(
O
宮
口

F
Zユ

印
巴
『
同
町
『
三
の
死
亡
率
の
調
査
に
お
い
て
は
、

一
定
の
疾
患
に
つ
い

一
人
一
人
の
患
者
の
年
齢
、
性
別
、
喫
煙
の
有
無
、
心
拍
機
能
、

血
圧
、

て
の
既
往
歴
、

そ
の
他
の
リ
ス
ク
要
因
に
つ
い
て
の
デ

l
タ
が
集
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス
ク
要
因
が
悪
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性

を
概
算
す
る
数
式
に
こ
れ
ら
の
デ

l
タ
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

リ
ス
ク
調
整
死
亡
率
(
ユ
呉
邑
吉
凶
丹
市
己
目
0
2白
-
5
2
5
を
計
算
す
る

そ
れ
に
よ
っ
て
、
平
均
す
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
提
供
者
が
同
等
の
疾
患
の
患
者
を
治
療
し
た
か
の
よ
う
に
、
外
科
医
や
病

(
H
U
)
 

院
聞
の
比
較
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
と
が
で
き
、

インフォームド・コンセントを超えて

毎
年
、
医
療
財
政
庁

(
H
C
F
A
)
に
よ
っ
て
発
表
さ
れ
る
『
メ
デ
ィ
ケ
ア
病
院
情
報
報
告
書
ミ
ミ

E
芯
均
む
を

E
E
L
E
3
5
S
Fを
さ
』

は
、
前
年
度
中
の
病
院
ご
と
の
死
亡
率
を
州
ご
と
に
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
に
発
表
さ
れ
た
最
新
の
報
告
書
で
は
、
掲
載
さ

れ
て
い
る
病
院
ご
と
に
、

そ
こ
で
治
療
を
受
け
た
メ
デ
ィ
ケ
ア
患
者
全
体
の
死
亡
率
、

(
必
)

そ
し
て
、
九
つ
の
治
療
方
法
に
お
け
る
死
亡
率
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
実
際
の
死
亡
率
と
病
院
の
患
者
構
成
に
基
づ
く
「
予
測

一
定
の
八
つ
の
一
般
的
な
疾
患
に
お
け
る
死
亡
率
、

(胃

E
R丹
市
内
回
ご
死
亡
率
と
が
比
較
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
予
測
死
亡
率
の
統
計
的
不
確
実
性
の
指
標
と
し
て
標
準
偏
差
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
九
八
八
、
八
九
、
九

0
年
度
に
つ
い
て
の
実
際
の
死
亡
率
と
予
測
死
亡
率
の
推
移
が
図
で
示
さ
れ
て
い
て
、
病
院
の
成
績
の
変
遷

占孟

h
~

、

が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
消
費
者
や
ケ
ア
の
質
の
審
査
者
は
、
こ
れ
ら
の
統
計
を
使
っ
て
、
全
般
的
に
、
ま
た
は
一
定
の
治
療
方
法

(
川
町

)

(

H

H

)

や
疾
患
に
つ
い
て
、
病
院
聞
の
成
績
を
比
較
で
き
る
の
で
あ
る
。
な
お
、

H
C
F
A
は
、
医
師
を
特
定
し
た
情
報
は
公
表
し
て
い
な
い
。
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説

他
方
、
民
間
セ
ク
タ
ー
の
団
体
が

H
C
F
A
の
病
院
死
亡
率
報
告
を
出
発
点
と
し
て
、
量
的
デ
ー
タ
を
基
礎
と
し
た
病
院
ご
と
の
率
の
計

算
と
公
表
を
改
良
、
拡
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

論

オ
ハ
イ
オ
州
だ
け
を
み
て
も
、
ク
リ

l
ヴ
ラ
ン
ド
市
の
病
院
の
協
力
に
よ
っ
て
医
療
パ

(
必
)

フ
ォ

1
マ
ン
ス
の
ラ
ン
キ
ン
グ
表
が
製
作
さ
れ
、
広
く
公
開
さ
れ
た
し
、
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
市
で
は
、
大
規
模
な
雇
用
者
た
ち
が
地
域
の
病
院

(
必
)

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
始
め
た
。

を
ケ
ア
の
費
用
と
質
に
基
づ
い
て
比
較
す
る

(
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
さ
れ
た
)

ま
た
、
心
臓
手
術
報
告
制
度
合

R
E包
ω
R岡
市
ミ
同
州
市
旬
。

E
Z
ω
ヨ
丹
市
召
)
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
収
集
さ
れ
て
い
る
デ

l
タ
で
は
、

病
院
間
だ
け
で
な
く
、
個
々
の
医
師
問
の
比
較
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
デ

l
タ
は
、
「
習
う
よ
り
慣
れ
ろ
」
と
い
う
生
活
の

知
恵
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
の
リ
ス
ク
調
整
死
亡
率
は
、
調
査
対
象
と
な
っ
た
二
年
間
の
聞
に
多
く

の
手
術
を
し
た
外
科
医
の
方
が
、
年
間
に
五

O
件
未
満
の
手
術
(
州
保
健
省

2
2
5
0告
白
ユ
呂
町
三
)
は
五

O
件
以
上
の
施
術
が
望
ま
し
い

(
灯
)

と
す
る
)
を
し
た
外
科
医
よ
り
も
、
か
な
り
低
か
っ
た
の
で
あ
る
。
個
々
の
医
師
に
つ
い
て
の
成
績
表
は
、
ス
ポ
ー
ツ
面
の
野
球
の
打
率
表

(
必
)

(
守
備
率
の
成
績
表
の
方
が
比
聡
と
し
て
適
切
か
も
し
れ
な
い
が
)
。

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

病
院
の
死
亡
デ

l
タ
と
関
心
術
の
死
亡
デ

1
タ
両
方
の
刺
激
的
な
性
質
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
病
院
を
対
象
と
し
た
『
ハ

l
ヴ

7
1
ド

医
療
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
調
査
盲
白
さ
白
ミ
ミ
ミ
礼
町
三
、
言
内
丘
町
内
匂
乏
い
と
』

の
示
し
た
結
論
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
九

O
年

に
公
刊
さ
れ
た
こ
の
調
査
が
、

一
九
八
四
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
全
入
院
患
者
の
約
一
%
が
入
院
中
に
水
準
以
下
の
医
療
を
受
け
て
重
大

(
し
か
し
、
過
失
の
な
い
)
原
因
に
よ
っ
て
重
大
な
被
害
を
受
け
て
い
る

な
被
害
を
被
っ
て
お
り
、
別
の
一
一
一
%
の
患
者
は
医
療
に
起
因
す
る

(ω} 

と
結
論
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
火
に
油
が
注
が
れ
る
形
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
デ

l
タ
を
基
礎
に
、

査
の
執
筆
者
た
ち
は
、
全
米
で
年
間
に
一
五
万
人
の
死
亡
と
、
三
万
人
の
重
度
の
後
遺
障
害
が
治
療
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
推

(
切
)

計
し
た
。
医
療
に
起
因
す
る
被
害
が
広
く
生
じ
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
権
威
あ
る
証
拠
は
、
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
成
績
の
比
較
に
対
す

ハ
1
ヴ

7
1
ド
調

る
人
々
の
注
意
を
引
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
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(3) 

医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
死
亡
デ

l
タ
に
対
す
る
批
判

H
C
F
A
と

5
5
aミ
紙
に
よ
る
比
較
死
亡
デ

i
タ
の
公
表
に
対
す
る
医
療
提
供
者
の
当
初
の
反
応
は
、

き
わ
め
て
否
定
的
で
あ
っ
た
。

批
判
者
た
ち
は
、
調
査
方
法
や
、

そ
れ
ら
の
デ

l
タ
を
理
解
し
利
用
す
る
能
力
が
患
者
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
攻
撃
し
、

そ
れ
ら
の
デ

1

タ
の
公
表
が
医
療
提
供
者
の
評
判
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
、
行
動
に
対
し
て
与
え
る
影
響
を
嘆
い
た
。

第
一
の
批
判
は
、

H
C
F
A
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
保
健
省
に
よ
っ
て
公
表
さ
れ
た
デ

l
タ
に
は
統
計
的
な
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
生
の
デ

1
タ
の
不
適
切
性
、
医
療
提
供
者
の
患
者
構
成
に
お
け
る
疾
患
の
重
さ
の
相
違
を
調
整
す
る
た
め
に
デ

l
タ
に

加
重
値
を
加
え
る
宮
内
国
間
Z
S伺
)
方
法
の
不
適
切
性
、
そ
し
て
い
く
つ
か
の
医
療
提
供
者
に
お
け
る
サ
ン
プ
ル
数
の
少
な
さ
が
、
欠
陥
の
原

(
日
)

因
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

H
C
F
A
は
、
生
の
デ

1
タ
の
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
に
誤
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
め
て

(
臼
)

そ
の
不
正
確
性
の
原
因
を
病
院
か
ら
の
請
求
書
の
提
出
に
お
け
る
誤
り
に
求
め
て
い
る
。

H
C
F
A
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
医
療
費
の
請

お
り
、

インフォームド・コンセントを超えて

求
書
か
ら
デ

l
タ
を
収
集
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
は
臨
床
情
報
は
わ
ず
か
し
か
記
載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
病
院
に
お
け
る
デ

l
タ

(
日
)

入
力
の
方
法
に
も
疑
問
の
余
地
が
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
加
重
値
を
加
え
る
方
法
は
、
よ
り
優
れ
た
統
計
モ
デ
ル
の
登
場
に
合
わ
せ

て
、
年
々
改
正
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
心
部
に
位
置
す
る
病
院

l
ー
そ
の
患
者
層
は
一
般
に
貧
困
で
あ
り
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
|
|

が
、
予
測
死
亡
率
に
対
す
る
現
実
死
亡
率
の
比
率
(
白

2
5
Z
0・胃
E
E
E
E
R
S
-
F々
『
白
Z)
が
最
悪
で
あ
る
と
す
る
偏
っ
た
ラ
ン
キ
ン
グ
が

繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
が
、
方
法
論
に
対
す
る
疑
念
を
生
み
、
新
し
い

H
C
F
A
長
官
早
口
円
巾
〈

-E巾
呉
氏
は
一
九
九
三
年
度
の

(
日
)

の
公
表
を
延
期
し
た
。

『
メ
デ
ィ
ケ

ア
病
院
情
報
報
告
書
』

比
較
的
少
数
の
患
者
し
か
治
療
し
て
い
な
い
医
療
提
供
者
を
評
価
す
る
の
に
、
死
亡
デ
ー
タ
の
み
に
依
拠
す
る
こ
と
に
は
、

た
し
か
に
問

た
と
え
ば
一
定
の
合
併
症
の
発
症
率
の
よ
う
な
、

よ
り
頻
発
し
や
す
い
悪
結
果
を
測
定
す
る
こ
と

題
が
伴
、
っ
。
そ
れ
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
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説

の
方
が
、

〈
日
)

死
亡
率
を
用
い
る
よ
り
も
ケ
ア
の
質
を
正
確
に
反
映
す
る
指
標
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

穫
の
調
査
道
具
が
さ
ら
に
開
発
さ
れ
れ
ば
、
治
療
結
果
調
査
の
射
程
と
信
頼
性
は
飛
躍
的
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

論

治
療
結
果
デ

l
タ
を
公
表
す
る
こ
と
に
対
す
る
第
二
の
批
判
は
、
患
者
は
そ
れ
ら
の
デ

l
タ
を
無
視
し
た
り
、
そ
れ
か
ら
誤
っ
た
結
論
を

(
日
)

導
き
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

2
s
h
k
ξ
紙
は
、
州
保
健
省
の
保
持
す
る
心
臓
手
術
結
果
に
つ
い
て
の
医
師
を
特
定
し
た
デ

l
タ
の
情

報
公
開
請
求
を
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
そ
れ
に
抵
抗
す
る
際
に
採
用
し
た
の
が
こ
の
議
論
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、
州

の
と
っ
た
立
場
を
拒
絶
し
、
皮
肉
を
こ
め
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た

「
換
言
す
れ
ば
、
州
は
、
州
民
の
理
解
能
力
を
超
え
る
情
報
を
彼
ら
の
手
の
屈
か
な
い
と
こ
ろ
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
州
民
を
彼
ら
の
知
力
の

不
足
か
ら
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
:
:
:
政
府
の
保
持
す
る
記
録
を
州
民
に
公
表
す
る
と
い
う
行
政
の
義
務
は
、

人
々
の
知
性
を
行
政
が
ど
う
評
価
す
る
か
に
依
拠
し
て
よ
い
は
ず
は
な
い
。
」

第
三
の
批
判
は
、
最
低
の
成
績
を
有
す
る
医
師
の
一
人
と
し
て
公
的
に
ラ
ン
ク
づ
け
さ
れ
れ
ば
、
〔
そ
の
医
師
の
〕
「
医
師
生
命
に
破
壊
的

(

犯

)

(

町

四

)

な
効
果
」
が
及
び
う
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
評
判
に
対
す
る
影
響
は
、
ま
だ
潜
在
能
力
を
出
し
切
っ
て
い
な
い
経
験
の
浅
い
医
師
ゃ
、

少
数
の
治
療
し
か
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に
わ
ず
か
の
不
幸
な
ケ

l
ス
に
よ
っ
て
短
期
的
な
死
亡
率
が
査
め
ら
れ
た
医
師
に
対
し
て
、

と
く
に

不
公
平
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
九
九
二
年
の
個
々
の
外
科
医
の
治
療
結
果
の
公
表
に
お
い
て
は
、
過
去
三
年
間

(ω) 

に
最
低
二

O
O件
の
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
を
し
た
医
師
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
こ
の
決
定
は
、
個
々
の
外
科
医
を
名
前
で

特
定
で
き
な
い
よ
う
に
治
療
結
果
を
記
号
化
し
な
け
れ
ば
心
臓
手
術
報
告
制
度
か
ら
脱
退
す
る
、
と
ほ
の
め
か
し
た
心
臓
外
科
医
た
ち
と
の

」
の
批
判
に
応
え
て
、

一ュ

l
ヨ
l
ク
州
保
健
省
は
、
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(
臼
)

妥
協
で
あ
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
外
科
医
を
特
定
し
た
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
死
亡
率
を
公
表
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
州
で
あ
る
ペ
ン
シ

ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
は
、

一
九
九

O
年
に
最
低
三

O
件
の
手
術
を
し
た
外
科
医
に
つ
い
て
そ
の
名
前
と
手
術
結
果
、
三

O
件
未
満
の
手
術
し
か
し

(
位
)

(
死
亡
統
計
を
示
さ
ず
に
)
挙
げ
た
。

な
か
っ
た
外
科
医
に
つ
い
て
は
そ
の
名
前
を

第
四
の
批
判
は
、
情
報
開
示
に
対
す
る
医
療
提
供
者
の
反
応
が
一
般
市
民
の
健
康
に
対
し
て
与
え
る
悪
影
響
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

公
表
さ
れ
る
ラ
ン
キ
ン
グ
に
悪
結
果
が
表
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
医
師
は
重
病
の
患
者
を
追
い
返
す
傾
向
に
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

一
九
九

O
年
に
、
三

O
の
心
臓
手
術
機
関
の
う
ち
第
二
八
位

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の

Z
0
2
z
ω
U
C
「
巾
己
ロ
芝
巾
『
印
-
々
回
。
回
目
】
戸
門
町
二
は
、

一
九
九
一
年
に
は
、
ラ
ン
キ
ン
グ
を

(
臼
)

上
げ
る
た
め
に
同
病
院
が
二
三
人
の
高
リ
ス
ク
の
患
者
に
対
す
る
手
術
を
意
図
的
に
断
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
病
院
の
広
報
担
当
者
は
、

に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
病
院
で
あ
る
が
、

そ
こ
の
手
術
部
門
の
長
で
あ
る
〉
豆
町
。
ミ
吋
ミ

g
g
E
医
師
は
、

病
院
が
低
〈
ラ
ン
ク
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
患
者
数
が
減
っ
た
り
、
資
金
調
達
が
困
難
に
な
る
と
、
病
院
経
営
者
は
「
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
な

(ω) 

る
」
と
し
て
い
る
。

インフォームド・コンセントを超えて

こ
の
批
判
に
は
二
つ
の
反
論
が
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
公
表
さ
れ
る
デ

l
タ
は
リ
ス
ク
調
整
を
経
た
デ

l
タ
で
あ
っ
て
粗
デ

l
タ
で
は

な
い
の
で
、

リ
ス
ク
調
整
の
方
法
が
適
切
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
平
均
よ
り
も
重
病
患
者
を
治
療
し
て
い
る
医
療
提
供
者
に
不
利
な
バ
イ
ア
ス

が
あ
る
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
第
二
に
、
情
報
が
将
来
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
自
分
の
専
門
能
力
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
は
難
し
す

ぎ
る
ケ

l
ス
の
治
療
を
避
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
医
療
提
供
者
に
与
え
、

そ
れ
ら
の
患
者
が
よ
り
専
門
的
な
医
療
機
関
に
転
医
さ
せ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
情
報
開
示
制
度
は
ま
さ
し
く
意
図
さ
れ
た
通
り
の
作
用
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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説

医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
デ
l
タ
開
示
の
イ
ン
プ
リ
ケ

l
シ
ョ
ン

自命

医
療
提
供
者
の
ケ
ア
の
質
に
つ
い
て
の
比
較
情
報
の
利
用
可
能
性
は
、

い
く
つ
か
の
地
域
で
す
で
に
重
要
な
効
果
を
表
し
て
お
り
、
比
較

情
報
が
よ
り
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
医
療
に
対
し
て
根
本
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
情
報
の
公

関
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
市
場
に
お
け
る
競
争
が
活
発
化
し
、
医
療
提
供
者
は
質
の
保
証
の
向
上
に
努
め
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
患
者
は
医
療
提
供
者
の
成
績
に
つ
い
て
の
理
解
し
や
す
い
指
標
を
初
め
て
手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
、
現
在
進
み
つ
つ
あ
る
医
師
H

患

者
関
係
の
変
化
が
促
進
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
の
情
報
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
の
さ
ら
な
る
発
展
に
対
し
て
も

影
響
し
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
情
報
に
基
づ
く
『
医
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
集

(
Z
3
E
E
買
え
己
巾
)
』

は
、
す
で
に
医
師
の
診
療
パ
タ
ー
ン
と
雇

用
関
係
を
変
え
つ
つ
あ
る
。
最
後
に
、

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
医
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
提
供
制
度
の
改
革
は
、
こ
れ
ら
の
治
療
結

そ
の
デ

l
タ
が
利
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る

果
デ

l
タ
を
費
用
H

効
果
分
析
の
た
め
に
利
用
し
た
も
の
と
な
ろ
う
し
、
同
時
に
、

制
約
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
医
療
の
消
費
者
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
の
利
用
可
能
性
を
根
拠
に
、
自
分
の
選
ん
だ
医
師
に
治
療
し
て
も

ら
う
と
い
う
伝
統
的
な
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

(1) 

競
争
に
よ
る
ケ
ア
の
質
の
向
上

メ
デ
ィ
ケ
ア
の
病
院
死
亡
率
と
、
外
科
医
を
特
定
し
た
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
デ

l
タ
の
両
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
医
療
提
供
者
の
成

(
白
山
)

績
に
対
し
て
、
地
域
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
大
き
な
関
心
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
報
道
は
、

(
医
師
界
内
部
か
ら
は
批
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(
凶
山
)

判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
)
宣
伝
活
動
か
ら
、
病
院
の
相
対
的
ラ
ン
キ
ン
グ
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
医
療
の
質
の
管
理
に
お
け
る
重
要
な

(
幻
)

努
力
に
い
た
る
ま
で
、
病
院
側
の
競
争
的
な
反
応
を
呼
び
起
こ
し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
の
デ

l
タ
収
集
・
開
示
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、

一
般
市
民
の
健
康
に
対
し

で
か
な
り
の
利
益
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
全
病
院
の
心
臓
パ
イ

パ
ス
手
術
の
リ
ス
ク
調
整
死
亡
率
は
、

(
同
叩
)

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
目
ざ
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
て
い
る
病
院
も
あ
る
。
低
質
な
ケ
ア
を
デ

l
タ
が
示
し
た
た
め
に
、

一
九
八
九
年
の
四
・
二
五
%
か
ら
、

一
九
九
一
年
の
二
・
七
二
%
へ
、
一
二
六
%
の
減
少
を
み
せ
て
い

一
九
八

0
年
代

に
州
保
健
省
か
ら
処
分
(
望
。
σ巳
g
ロ
)
を
受
け
た
巳
〈
E
円
巾
ロ
ペ
印
国
。
弓

E-(ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
)
で
は
、
リ
ス
ク
調
整
死
亡
率
が
七
・
三
四
%

(ω) 

か
ら

0
・
八
八
%
に
下
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
善
が
あ
ま
り
に
も
著
し
い
た
め
に
、
最
初
は
批
判
的
な
い
し
懐
疑
的
で
あ
っ

(
初
)

た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
心
臓
専
門
家
た
ち
も
、
今
で
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
賞
賛
し
て
い
る
。
こ
の
成
功
の
結
果
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
保
健
省

インフォームド・コンセントを超えて

は
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
範
囲
を
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
か
ら
バ
ル
ー
ン
血
管
形
成
術

(g=。
g
g包喜一
g
g
!
|
一
定
の
低
リ
ス
ク
冠
動

脈
障
害
を
有
す
る
患
者
の
閉
塞
動
脈
改
善
の
た
め
の
選
択
的
な
非
外
科
的
治
療
ー
ー
に
ま
で
広
げ
る
こ
と
に
し
、
ま
た
、
病
院
の
治
療
結
果

(η) 

デ

l
タ
と
州
か
ら
の
医
療
費
用
支
払
を
関
連
づ
け
る
こ
と
も
検
討
し
た
。
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
で
も
似
た
よ
う
な
成
功
が
報
ぜ
ら
れ
て

(η) 

い
る
。こ

の
よ
う
に
治
療
結
果
デ

l
タ
を
体
系
的
か
つ
大
規
模
に
収
集
、
分
析
、
発
表
す
る
こ
と
の
成
果
が
め
ざ
ま
し
い
の
で
、
医
療
財
政
庁

(
H

C
F
A
)
 は
最
近
、

メ
デ
ィ
ケ
ア
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
お
け
る
質
の
管
理
へ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
。
「
医
療
の
質
向
上
誘
導

北法44(5・17)1055

2
2
1
F
n
R巾
ρ
E
E
々
E
官
。
〈
巾
同
国
巾
ロ
ニ
ヨ
己
主
立
巾
)
」

(
H
C
Q
I
I
)
と
呼
ば
れ
る
こ
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

P
R
O
の
活
動
の
焦

点
を
、
従
来
の
、
個
々
の
ケ
l
ス
の
事
後
的
審
査
か
ら
、
個
々
の
医
療
提
供
者
の
診
療
パ
タ
ー
ン
の
デ

l
タ
に
基
づ
く
比
較
へ
と
変
更
す
る

(
ね
)

も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
ま
ず
、

H
C
F
A
は
、
退
院
と
一
定
の
手
術
〔
に
基
づ
く
費
用
償
還
〕
請
求
に
つ
い
て
、
全
米
規



説

(
九
)

模
で
標
本
の
無
作
為
抽
出
を
す
る
。

H
C
F
A
は
既
存
の
デ

l
タ
の
他
に
、
新
し
く
標
準
化
さ
れ
た
統
一
臨
床
デ

l
タ
・
セ

y

ト

(
布
)

(
C
E
F『
g
G
E
M
S
-
O幹
回
∞
四
円
)
を
用
い
て
、
病
院
の
全
体
的
な
死
亡
率
と
三
つ
の
一
般
的
な
心
血
管
疾
患
に
つ
い
て
の
死
亡
率
に
関
す
る
医

論

療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
情
報
を
、

P
R
O
に
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

P
R
O
は
、
こ
れ
ら
の
デ

1
タ
を
用
い
て
、
質
に
つ
い
て
問

題
の
あ
る
診
療
パ
タ
ー
ン
を
有
す
る
医
療
提
供
者
を
特
定
し
、
個
々
の
医
療
提
供
者
と
医
療
共
同
体
に
対
し
て
教
育
的
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を

(
祁
)

す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
情
報
は
、
情
報
公
開
法
の
制
限
内
で
、

一
般
市
民
に
も
常
に
利
用
可
能
と
さ
れ
よ
う
。

(2) 

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
実
務
と
医
師
H
患
者
関
係
に
お
け
る
変
化

病
院
を
特
定
し
た
治
療
結
果
デ

l
タ
は
、
現
在
、

た
デ

l
タ
は
、
本
稿
執
筆
時
点
で
は
、

一
七
の
一
般
的
疾
患
と
治
療
方
法
に
つ
い
て
全
米
中
で
利
用
で
き
る
。
医
師
を
特
定
し

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
で
し
か
利
用
で
き
ず
、
そ
れ
も
心
臓
バ
イ
パ
ス
手
術
に

つ
い
て
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
治
療
結
果
調
査
の
範
囲
と
精
度
、

そ
し
て
そ
れ
を
一
般
市
民
が
利
用
で
き
る
可
能
性
は
拡
大
し
つ

づ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
た
が
い
、
通
常
の
医
療
上
の
意
志
決
定
過
程
の
一
部
と
し
て
、
医
師
個
人
の
治
療
結
果
に
つ
い
て
の
情
報

を
医
師
が
提
供
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
患
者
が
多
く
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
、
医
療
提
供
者
に
期
待
さ
れ
る
注
意
水

準
(
浮
き

E
E
え

2
5
)
の
問
題
の
一
部
と
し
て
、
患
者
に
対
す
る
そ
れ
ら
の
情
報
の
開
示
を
通
常
要
求
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に

直
面
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
般
的
な
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
分
析
の
下
で
は
、
医
師
は
、
提
案
さ
れ
て
い
る
治
療
方
法
を
受
け
る
か
、

そ
れ
と
も
別
の
方

法
を
選
択
す
る
か
に
関
す
る
患
者
の
意
志
決
定
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
リ
ス
ク
要
因
を
患
者
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
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〔
一
般
的
な
〕
結
果
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
て
い
る
デ

I
タ

と
患
者
自
身
の
健
康
状
態
の
相
互
作
用
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
患
者
の
意
志
決
定
に
お
い
て
、
別
の
種
類
の
リ
ス
ク
要
因
を

加
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
と
医
師
の
こ
れ
ま
で
の
実
績
に
伴
う
リ
ス
ク
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
は
、
伝
え
る
べ
き
リ
ス
ク
要
因
は
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
治
療
方
法
の

い
う
ま
で
も
な
く
、
医
療
上
の
意
志
決
定
を
単
な
る
統
計
に
基
づ
い
て
の
み
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
患
者
の
価
値
観
、
好
み
、
医
師
と

の
人
間
関
係
、

そ
し
て
ま
た
、
患
者
の
家
族
や
友
人
の
助
言
が
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
患
者
の

医
療
上
の
運
命
に
関
連
す
る
情
報
を
患
者
に
知
ら
せ
る
と
い
う
原
則
が
有
効
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
原
則
は
す
べ
て
の
種
類
の
リ
ス
ク
要

因
に
等
し
く
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
論
点
を
直
接
判
示
し
た
判
例
法
は
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
の
二
つ
の
判
決
が
、
医
師
の
説
明
義
務
は
、

、
、
、
、

そ
の
医
師
に
よ
っ
て

患
者
に
与
え
ら
れ
る
重
大
な
リ
ス
ク
(
呂
町
丹
市
立
丘
三
回
ご
に
関
す
る
情
報
に
も
及
ぶ
と
い
う
命
題
を
支
持
す
る
。
第
一
に
、

E
E
s
h
せ・

(
刊
川
)

司
S
S苦
師
事
件
の
原
告
は
、
医
師
が
手
術
当
時
に
慢
性
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
で
あ
っ
た
こ
と
を
開
示
し
な
か
っ
た
た
め
、
手
術
に
つ
い
て
の

インフォームド・コンセントを超えて

自
分
(
原
告
)

(
情
報
を
与
え
ら
れ
た
う
え
で
の
同
意
)

を
得
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

ル
イ
ジ
ア
ナ
州
控
訴
裁
判
所
は
、
医
師
が
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
外
科
医
の
施
術
能
力
に
関
す
る
重
大
な
リ
ス
ク
を

(
刊
印
)

生
む
も
の
で
あ
り
、
開
示
さ
れ
て
い
れ
ば
患
者
は
別
の
治
療
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
原
告
の
請
求
を

支
持
し
た
。

(
内
)

第
二
に
、
守
宮
町
内
ミ

p
rさ悼
h
ミ
せ
・
ミ
ミ
再
三

P
ミ
ミ
ミ
、
三
宮
町
四
円
S
H
事
件
で
は
、

ニュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
事
実
審
裁
判
所
は
、

H
I
V
に

感
染
し
て
い
る
耳
鼻
咽
喉
科
お
よ
ぴ
顔
面
整
形
外
科
の
医
師
に
つ
い
て
、
自
分
が

H
I
V
陽
性
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
患
者
に
開
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
し
た
。
統
計
的
証
拠
は
、

そ
の
よ
う
な
医
師
が
患
者
に

H
I
V
を
感
染
さ
せ
る
リ
ス
ク
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
真
の
リ
ス
ク
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
も
し
リ
ス
ク
が
現
実
化
す
れ
ば
、

お
そ
ら
く
患
者
は
死
亡
す
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説

メ
ス
に
よ
る
切
傷
や
針
を
誤
っ
て
刺
す
な
ど
の
手
術
中
の
事
故
に
よ
っ
て
患
者
が
外
科
医
の
血
液
に
晒
さ
れ

た
と
え
ウ
ィ
ル
ス
が
患
者
に
感
染
し
な
く
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
患
者
は
繰
り
返
し

H
I
V
検
査
を
受
け
る
不
安
を
感

る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

る
こ
と
に
な
れ
ば
、

論

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
慮
が
重
な
り
、
裁
判
所
は
、

(ω) 

ク
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
患
者
に
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
リ
ス

E
E
s
h
判
決
と
同
町
、
ミ

g
hミ
判
決
は
、
裁
判
所
が
、

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
に
お
け
る
開
示
原
則
を
、
特
定
医
師
に
つ

い
て
の
重
大
な
リ
ス
ク
も
患
者
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
押
し
進
め
て
も
よ
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で

(
創
)

あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
の
基
準
を
医
師
の
慣
行
に
求
め
る
法
域
で
は
、
少
な
く
と
も
短
期
的
に
は
、
個
々
の
医
師
の
リ
ス

ク
を
開
示
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
州
医
師
会
の
立
場
に
裁
判
所
が
従
う
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
過
去
三

0
年
間
の
患
者
の
自
己
決
定
権

拡
大
の
潮
流
が
、
す
で
に
最
高
水
位
に
達
し
た
と
信
ず
べ
き
理
由
は
な
い
。

し
か
し
、
患
者
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
情
報
の
範
囲
を
予
想
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
。
す
べ
て
の
リ

ス
ク
情
報
が

で
あ
る
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
医
師
と
し
て
診
療
す
る
た
め
の
資
格
試
験

3
S
E

「
重
大
」

2
2
5
2
t。
ロ
市
岡
田
昌
)
に
一
度
落
ち
て
い
る
こ
と
や
、
手
術
の
前
夜
に
睡
眠
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
医
師
は
患
者
に
知
ら
せ
る

(
的
臥
)

義
務
は
な
い
。
ま
た
、
外
科
医
全
体
が
ど
ん
な
に
優
秀
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
二
五
%
は
常
に
最
低
の
四
分
の
一
に
ラ
ン
ク
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、

そ
の
ラ
ン
キ
ン
グ
の
事
実
そ
の
も
の
も
開
示
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
?

、

H
J
Z
Z
E
教
授
と
の
。
宮
市
ロ
教
授
は
、
「
そ
の
医
療
提
供
者
を
独
立
の
リ
ス
ク
要
因
と
し
て
示
す
」
情
報
は
全
て
開
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

(
m
∞) 

な
い
と
い
う
立
場
を
と
る
。
こ
の
基
準
は
論
理
的
に
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
適
用
に
は
困
難
を
伴
う
。
そ
れ
は
、
実
際
的
に
は
、

最
低
の
記
録
を
持
っ
て
い
る
医
療
提
供
者
ー
ー
そ
の
定
義
が
ど
う
で
あ
れ
ー
だ
け
が
、

そ
れ
ら
の
記
録
を
開
示
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
線
引
き
を
裁
判
所
が
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

も
し
リ
ス
ク
H
ベ
ネ
フ
ィ
ッ
ト
の
開
示
を
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要
求
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
高
リ
ス
ク
の
医
師
の
み
な
ら
ず
、
低
リ
ス
ク
の
医
師
に
も
要
求
す
る
べ
き
で
あ
る
。
究
極
的
に
は
、

(デ

l
タ

収
集
を
監
督
す
る
政
府
機
関
ゃ
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
治
療
方
法
に
つ
い
て
の
医
療
専
門
家
か
ら
な
る
委
員
会
な
ど
の
、
権
威
あ
る
機
関
に

よ
っ
て
)
統
計
的
方
法
論
の
有
効
性
を
確
認
さ
れ
た
標
準
比
較
デ

l
タ
を
、
全
て
の
場
合
に
お
い
て
常
に
開
示
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
ル
|

ル
が
望
ま
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
新
し
い
情
報
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

〔H
医
療
提
供
者
の
成
績
〕
に
対
す
る
患
者
の
ア
ク
セ
ス
権
を
裁
判
所
や
立
法
府
が
認
め

た
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
常
に
金
銭
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
医
師
ま
た
は
病

院
の
そ
れ
ま
で
の
成
果
が
貧
弱
で
あ
る
こ
と
が
開
示
さ
れ
て
い
れ
ば
自
分
に
起
こ
っ
た
医
療
事
故
は
防
ぎ
え
た
と
主
張
す
る
原
告
は
、
も
う

一
つ
の
、
多
く
の
場
合
に
は
克
服
で
き
な
い
、
障
壁
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
因
果
関
係
の
証
明
で
あ
る
。

被
害
を
受
け
た
患
者
は
、
(
自
分
が
そ
の
医
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
を
受
け
よ
う
と
思
え
ば
受
け
え
た
)
別
の
医
療
提
供
者
の
方
が
、
問
題
と
な

インフォームド・コンセントを超えて

っ
て
い
る
治
療
方
法
に
つ
い
て
大
幅
に
優
秀
な
成
績
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
高
ラ
ン
キ
ン
グ
の
医
療
提
供
者
に
治
療

を
求
め
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
説
得
的
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
説
明
義
務
違
反
と
損
害
の
因
果
関
係
を
証
明
す

(
制
)

そ
の
別
の
医
療
提
供
者
の
方
が
上
手
な
治
療
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
た
め
に
は
、
原
告
は
、

〔
が
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
〕
請
求
が
、
医
療
過
失
音
色
お
と
宮
崎
ご
岡
市
口
内
巾
)
に
基
づ
く
請
求
と
併

せ
て
提
出
さ
れ
た
場
合
(
通
常
そ
う
で
あ
る
)
、
因
果
関
係
の
争
点
に
費
や
さ
れ
る
証
明
の
内
容
と
量
は
、
過
失
(
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン
ス
)
を

証
明
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
証
明
の
内
容
と
量
|
|
す
な
わ
ち
、
被
告
の
行
為
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
医
師
の
基
準
に
達
し
な
い
こ
と
、
そ

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

し
て
、

も
し
そ
の
基
準
が
守
ら
れ
て
い
れ
ば
被
害
は
防
ぎ
え
た
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
|
|
に
似
た
も
の
と
な
ろ
う
。
過
失
の

証
明
に
失
敗
し
た
場
合
、
理
論
的
に
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

〔
が
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
〕
請
求
が
原
告
の
頼
み
の
綱
と
な

る
。
つ
ま
り
、
被
告
の
行
為
に
過
失
が
な
か
っ
た
と
じ
て
も
、
そ
の
治
療
の
結
果
は
代
わ
り
の
医
療
提
供
者
に
期
待
で
き
た
素
晴
ら
し
い
成
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説

果
に
は
及
ば
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
別
の
医
療
提
供
者
の
過
去
の
成
績
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
優
れ
た
技
術
が
原
告
の
治
療
結
果
に
違
い
を
も
た
ら
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
こ
と
は
、
良
く
て
も
憶
測
の
域
を
出
ず
、
陪
審
員
た
ち

論

の
想
像
力
を
巧
妙
に
操
る
途
を
聞
く
も
の
で
あ
る
。
〔
医
師
の
成
績
が
開
示
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
〕

こ
の
新
種
の
イ
ン
フ
ォ
ー
ム

ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
訴
訟
の
発
展
に
対
す
る
主
た
る
制
約
は
、
原
告
に
よ
る
因
果
関
係
の
証
明
に
関
し
て
裁
判
所
が
懐
疑
的
で
あ
る
こ
と
と
い

(
お
)

う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

(3) 

医
師
の
診
療
パ
タ
ー
ン
、
雇
用
関
係
、
費
用
と
質
の
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
関
係
に
対
す
る
イ
ン
プ
リ
ケ

l
シ
ョ
ン

H
C
F
A
の
メ
デ
ィ
ケ
ア

P
R
O
プ
ロ
グ
ラ
ム
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
心
臓
手
術
報
告
制
度
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ア
ニ
ア
州
の
医
療
費
用
抑
止

委
員
会

2
2
-与
の
国

2
n。
印
円
。
。
ロ
片
山
百
田
巾
ロ
門
(
U
O
E
ロ
門
ニ
)
な
ど
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
医
療
の
消
費
者
に
医
師
や
病
院
の
実
績
を
知

ら
せ
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
医
療
機
関
内
部
に
お
い
て
も
、
質
の
管
理
と
向
上
を
支
援
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
。
個
々
の
医
療
機
関

も
小
規
模
な
が
ら
類
似
の
情
報
を
集
め
て
お
り
、
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
を
統
合
し
た
デ

l
タ
が
共

同
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
情
報
は

『
医
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
集

(
B
3
E
S
望
。
2
2
)
』
を
作
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
集
は
、

一
定
の
治
療
方
法
を
そ
れ
ぞ
れ
の
医
師
が
用
い
た
率
と
診
療
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
に
基
づ
く
目
標
率
と
を
比
較
す
る
も

の
で
あ
り
、
医
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
の
過
剰
利
用
な
い
し
過
少
利
用
を
発
見
し
た
り
、
個
々
の
医
師
に
つ
い
て
の
治
療
結
果
を
測
定
す
る
た
め
に

(
叫
凹
)

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
ケ
ア
の
質
に
対
す
る
医
療
提
供
者
の
責
任
意
識
を
高
め
る
強
力
な
道
具
と
し
て
作
用
し

、
つ
る
。
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医
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
作
成
は
、
ケ
ア
の
質
の
向
上
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
勤
務
医
の
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
評
価
す
る
た
め
に
も

(M) 

使
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
病
院
経
営
者
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
医
師
の
診
療
に
対
す
る
費
用
償
還
に
よ
る
病
院
の
利
益
、
入
院
期

間
の
長
さ
、
過
剰
な
検
査
な
ど
の
指
標
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
医
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、
ケ
ア
の
質
の
犠
牲
の
う
え
に
立
っ
た
「
収

(∞∞) 

益
」
に
し
か
目
が
行
っ
て
い
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
た
し
か
に
費
用
と
質
の
聞
に
は
緊
張
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

は
不
可
避
的
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ケ
ア
の
質
に
関
す
る
考
慮
か
ら
経
済
的
要
因
を
切
り
離
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

医
師
を
特
定
し
た
デ

l
タ
の
こ
う
い
っ
た
利
用
が
医
事
法
に
対
し
て
有
す
る
イ
ン
プ
リ
ケ

i
シ
ョ
ン
は
多
様
で
あ
る
。
病
院
施
設
利
用
権

ま
た
は
そ
の
取
消
し
な
ど
の
一
雇
用
関
係
上
の
問
題
の
処
理
は
、
部
分
的
に
は
医
師
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
依
拠

(
吉
田
空

Z
J『

E
Z問
巾
)
の
付
与
、

し
た
も
の
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
医
療
過
誤
訴
訟
の
原
告
は
、
病
院
の
ス
タ
ッ
フ
構
成
決
定
を
攻
撃
す
る
根
拠
と
し
て
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
入

手
し
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
企
業
や
「
ヘ
ル
ス
・
ア
ラ
イ
ア
ン
ス

(Fg-S
色
5
2
S
」
|
|
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
医
療
改
革
案

に
お
い
て
医
療
保
険
購
入
組
合

(
F
g
-
5
5
2
2
2
2
=
2
Z自国間
g
o
U
2巳
z
g
)
に
与
え
ら
れ
た
呼
称
で
あ
る

(
次
章
参
照

)
lー
の
よ
う

インフォームド・コンセントを超えて

な
、
医
療
サ

l
ヴ
ィ
ス
の
大
規
模
な
民
間
の
購
入
者
は
、
購
入
決
定
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
病
院
や
個
々
の
医
師
の
成
績
を
精
査
す
る
で
あ

ろ
う
。
簡
単
に
い
え
ば
、
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
情
報
の
利
用
可
能
性
と
精
確
性
の
向
上
は
、
個
人
と
機
関
の
両
方
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け

る
費
用
削
減
と
質
の
向
上
に
向
け
た
絶
え
間
な
い
圧
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
火
花
が
散
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
費
用
と
質
が
衝
突
す
る
点
に

お
い
て
で
あ
る
。
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(4) 

医
療
情
報
の
公
開
と
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
医
療
改
革
案

言命

一
般
市
民
が
、
医
療
の
費
用
と
質
に
つ
い
て
の
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
競
争
関
係
に
あ
る
医
療
提
供
者
の
中
か
ら

〔
自
分
が
か
か
ろ
う
と
す
る
提
供
者
を
〕
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
則
は
、

ア
メ
リ
カ
の
医
療
に
関
す
る
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
改

草
案
の
礎
石
の
一
つ
で
あ
る
。
(
本
稿
執
筆
時
点
で
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
は
、
そ
の
改
革
案
の
概
括
的
か
つ
暫
定
的
な
要
旨
を
提
示
し
て
い
る
が
、

ト立
ン 法
大案
統を
領議
の会
i寅士でに
説ð~提
、出

おす
よる
ぴ に

は
至
つ

て

な
し、

以
下
の
記
述
は

一
九
九
三
年
九
月
二
一
一
日
に
議
会
の
両
院
会
議
で
行
わ
れ
た
ク
リ
ン

一
九
九
三
年
九
月
と
一

O
月
に
公
表
さ
れ
た
改
革
案
の
要
旨
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
)

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
案
の
下
で
は
、
各
州
に
「
地
域
的
ヘ
ル
ス
・
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
(
『
品

-cE二
百
同
一
与
と
ご

2
2
M
)
」
が
設
け
ら
れ
、

そ
れ
が

消
費
者
を
代
表
し
て
最
良
の
医
療
保
険
契
約
を
獲
得
す
る
た
め
に
様
々
な
医
療
提
供
者
団
体
と
交
渉
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
す
べ
て
の
ア
メ
リ
カ
人
が
各
地
域
の
複
数
の
医
療
プ
ラ
ン

(Espy-g)
の
い
ず
れ
か
の
医
療
保
険
契
約
に
、
毎
年
保
険
料
を
支
払

っ
て
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
保
険
契
約
に
は
、
最
低
限
、
標
準
化
さ
れ
た
給
付

(σ
巾
ロ
巾
宮
山
)
パ
ッ
ケ
ー
ジ

イ
マ
リ

l
・
ヶ
ァ
、
予
防
ケ
ア
の
他
に
、
医
師
ケ
ア
、
病
院
ケ
ア
、
緊
急
ケ
ア
、
診
断
サ

l
ヴ
ィ
ス
な
ど
の
「
医
療
上
必
要
な
」
サ

l
ヴ
ィ

ス
等
)
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
プ
ラ
ン
は
、
顧
客
獲
得
の
手
段
と
し
て
追
加
的
な
給
付
内
容
を
提
供
す
る
こ
と
が

一
定
の
範
囲
内
で
保
険
料
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
新
し
い
制
度
は
、
行
政
上
の
準
備
が
整
っ
た
州
で
は
早
く
て
一
九
九

(
叩
)

五
年
か
ら
施
行
さ
れ
、
遅
く
と
も
一
九
九
七
年
の
初
め
ま
で
に
は
全
州
が
こ
の
制
度
に
参
加
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

で
き
、「

地
域
的
ヘ
ル
ス
・
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
」
を
通
し
て
保
険
を
購
入
す
る
消
費
者
は
、
伝
統
的
な
診
療
ご
と
の
支
払
い

2
2
3
F『
印
巾
吋
三

2)
を

す
る
医
療
プ
ラ
ン
と
、
都
市
部
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
健
康
維
持
組
織

2
2
5
呂
田
仲

E
2
2
2
2間
宮
町
即
位
。
ロ
凹
)
(
H
M
O
)
に
類
似
し
た

よ
り
大
き
な
プ
ラ
ン
の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ン
は
、
競
争
と
費
用
面
で
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
費
用
日
効

北法44(5・24)1062
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果
性
お
よ
び
医
師
の
診
療
パ
タ
ー
ン
に
対
す
る
監
視
を
強
調
し
た
「
管
理
さ
れ
た
ケ
ア
冨
包
括
包

2
2
)」
を
提
供
し
よ
う
と
い
う
強
い
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
持
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
治
療
結
果
デ
l
タ
は
、
費
用
に
関
す
る
デ
l
タ
と
と
も
に
、
こ
の
監
視
の
統
計
的
な
焦
点
を
提
供

す
る
こ
と
に
な
る
。

治
療
結
果
デ

l
タ
の
公
開
は
、
こ
の
新
し
い
競
争
的
な
環
境
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
年
に
一
度
、
す
べ
て
の
消

(
引
)

費
者
は
自
ら
の
医
療
プ
ラ
ン
を
変
え
る
機
会
を
有
す
る
。
そ
の
際
の
消
費
者
の
判
断
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ラ
ン
の
価
格
、
消
費
者
満
足
度
、

そ
し
て
(
信
用
で
き
る
デ

l
タ
が
利
用
可
能
に
な
る

K
し
た
が
い
)
医
療
の
質
に
関
す
る
公
表
デ

1
タ
を
、
部
分
的
に
は
、
基
礎
と
す
る
も

(
幻
)

の
と
な
ろ
う
。
消
費
者
が
参
照
で
き
る
よ
う
に
な
る
(
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
の
)
指
標
に
は
、
死
亡
率
、
慢
性
疾
患
を
有
す
る
患
者

(
m
m
)
 

の
機
能
回
復
、
出
生
時
の
体
重
な
ど
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
競
争
関
係
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
医
療
プ
ラ
ン
の
成
功
や
失
敗
は
、

部
分
的
に
は
世
界
中
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
の
成
果
統
計
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
。

インフォームド・コンセントを超えて

ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
案
は
、
議
会
に
お
け
る
激
し
い
議
論
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
疑
い
な
く
、
議
会
で
何
ら
か
の
さ
じ
加
減
を
加
え

し
か
し
、
医
療
関
係
者
は
、
す
で
に
こ
の
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
方
向
に
動
き
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、

る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。

(
全
米
に
二

O
の
健
康
維
持
組
織

(
H
M
O
)
と
二

O
O
万
人
近
い
会
員
を
有
す
る
)
己
ヨ
丹
市
仏
国

2-与
の
伊
志
の

2
3『
色
。
ロ
は
、

一
九
九
三

年
三
月
に
、
自
ら
の
「
成
績
表
」
を
発
行
し
た
。
大
規
模
な
医
療
提
供
者
の
質
と
効
率
性
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
が
一
般
市
民
に
提
供
さ
れ

(
川
出
)

そ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
医
療
機
関
認
定
合
同
委
員
会

C
S
E
n
O
B
E
5
2
0ロ
。
ロ
〉
R
Z
E
s
t
o口。同

る
こ
と
は
、

国

z
-
5
2
5
0『
問
自
民
出
C
O
ロ印
)
(
J
C
A
H
O
)
も、

の
詳
細
な
デ

l
タ
を
公
表
す
る
と
発
表
し
た
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

一
九
九
四
年
か
ら
、
病
院
そ
の
他
の
認
定
医
療
機
関
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て

一
九
九
四
年
に
ま
ず
産
科
と
麻
酔
の
分
野
に
お
け
る
質
の
指
標
〔
を

公
表
す
る
こ
と
〕

か
ら
始
ま
り
、

一
九
九
五
年
に
は
、
外
傷
雪
印
ロ
ヨ
白
)
、
腫
蕩
(
。
ロ
向
。
一
認
可
)
、
心
血
管
疾
患
(
円
恒
三
5
〈
即
日

2
E「
)
の
分
野
に

拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
病
院
〔
が
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
〕
参
加
す
る
か
ど
う
か
は
、

一
九
九
四
年
と
九
五
年
に
は
任
意
で
あ
る

北法44(5・25)1063



説

j
c
A
H
O
に
よ
る
評
価
を
受
け
て
い
る
す
べ
て
の
医
療
機
関
(
八

0
0
0
)

(
間
山
)

期
ご
と
の
デ

l
タ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

が
、
認
定
の
資
料
と
し
て
四
半

が

一
九
九
六
年
か
ら
は
、

論

四

結
吾晶
画岡

ア
メ
リ
カ
の
医
療
制
度
は
、

ま
さ
に
今
、
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
費
用
の
抑
止
と
、
誰
も
が
医
療
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
こ
と
と
い
う
、

互
い
に
矛
盾
す
る
こ
つ
の
要
請
に
挟
ま
れ
た
改
革
推
進
者
た
ち
は
、
不
要
か
つ
有
害
な
医
療
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
正
確
に
突
き
止
め
、
排
除
し

ょ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
医
療
提
供
者
も
、
競
争
の
圧
力
か
ら
類
似
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
〔
不
要
か
っ
・
有

害
な
医
療
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
発
見
、
排
除
と
い
う
〕
こ
の
試
み
は
、
治
療
結
果
に
つ
い
て
の
信
用
で
き
る
情
報
を
必
要
と
し
、
政
府
と
民
間

の
両
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
情
報
を
収
集
分
析
す
る
努
力
が
急
速
に
組
織
さ
れ
改
良
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

オ
ー
プ
ン
さ
と
個
人
の
選
択
を
宝
物
視
す
る
こ
の
社
会
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
圧
倒
的
な
価
値
を
有
す
る
デ

l
タ
を
一
般
市
民
か
ら
隠

し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
法
理
、
医
療
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
、
情
報
公
開
法
が
合
わ
さ
っ
て
作
り

出
さ
れ
た
法
的
環
境
の
下
で
は
、
医
療
提
供
者
を
特
定
し
た
治
療
結
果
情
報
の
公
開
が
原
則
と
な
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
。
医
療
制
度
を
改

革
し
よ
う
と
す
る
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
提
案
は

(
実
施
さ
れ
れ
ば
)
、
こ
の
傾
向
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
要
点
の

一
つ
は
、
消
費
者
が

(
価
格
と
消
費
者
満
足
度
だ
け
で
は
な
く
て
)

ケ
ア
の
質
を
も
含
め
た
公
表
デ

l
タ
を
参
照
し
て
、
毎
年
、
競
争
関
係

に
あ
る
医
療
プ
ラ
ン
の
中
か
ら

〔
そ
の
一
つ
を
〕
選
択
で
き
る
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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の ν<4~ (promulgate) 杓~' トド入、十三ミ.lJ1:' '入入ム入王~~ニ ν濯!とれJ ヰ44J 握|凶器経理諸手斑 (Uniform Health-Care 

Information Act， 9 U. L. A. (part 1) 478 (1988))当， r困4懸賞空稿~'\l<I原子zl IJ .lJ~恒j榊 e 事星組喜三よ) ÇIν~制o¥-' *i r{l J .lJ 

幽藤里民主主判事集。劇右~票当歪.-l ~ ~4ロぷ ÃJC 吋.Ç"ヤ 1 {J!;! C~4口'\l<I重量梢11 (UHCIA ~3-102(a) ， 9 U. L. A. (part 1) 501 

(1988)) ，凶屋-\ti ~til軍主~C!!量殺Jν ニト9凶器長目指ど e トふ斗J tく'¥l<I{J!;!-Qνニr{lO

(~) E.g.， Emmett v. Eastern Dispensary & Cas. Hosp.， 396 F. 2d 931， 935 (D. C. Cir. 1967); Cannell v. Medical & 
Surgical Clinic， 21 111. App. 3d 383， 315 N. E. 2d 278 (1974); Ruffin v. Strange， 434 So. 2d 1200， 1202 (La. App. 
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1983); Application of Striegel， 92 Misc. 2d 113， 399 N. Y. S. 2d 584， 585-86 (Sup. Ct. 1977). See 70 C. 1. S. 

Physicians & Surgeuns @58， at 451 (1987). 

(自)E. g.， Freedom of Information Act， 5 U. S. C. @5 5 2 (1990) (刑託制);Arkansas Freedom of Information Act， ARK. 

CODE ANN. @@25-19-101 to -107 (1992). 王 e 準税引E到、初球 -Q';'!~掛宕ぷ判事長.lJ~ν， REPORTERS COMMITTEE 

FOR FREEDOM OF THE PRESS， TAPPING OFFICIALS' SECRETS: A STATE OPEN GOVERNMENT COMPENDIUM (2d ed. 1993)築時

令。。

(~) E.g.， 42 C. F. R. @ 401 (1992) (スト〒トト(Medicare)控詳¥;'~1足立 ~1眠時国際芯醤七(::c: υ'""' ~) 

(Kj) 5 U. S. C. @552(b) (6) (1990) (Exemption 6). 

(お)Public Citizen Health Research Group v. Oepartment of Health， Education & Welfare， 477 F. Supp. 595 (0. O. C. 

1979)， rev'd un other grl側 nds，668 F. 2d 537 (0. C. Cir. 1981). 

(お)Id.， at 604. See also Sharrott， infra note 40 at 106-12. 

(~) Public Citizen Health Research Group v. Oepartment of Health， Education & Welfare， 668 F. 2d 537 (0. C. Cir 

1981) 

(~) See infra text accompanying note 42. 

(呂)42 U. S. C. @1306(d) (1990); 42 C. F. R. @401.133(b) (1992). 

(日)Newsday Inc. v. New York State Oep't of Health， 19 Media L. Rep. 1477， 1478-79 (N. Y. Sup. Ct.， Oct. 15， 

1991). 

(包) 1 ~ギO社会♂|将兵O叶\;' ~.'.1' ト穴 ='1ミ e 困者袋署\E:-\f>(母:!:!叶~111 次 e 軍司ロヤ翌~'I( ~星士.;.! 0 J ohn K. Iglehart， 

The American Health Care System: Introductiun， 326 NEW ENG. J. MED. 962， 964 (1992). 1 ~~11叶e 凶際露出桝担当'

緩題<111<同題:ι弐 0Z 仏 \;'1 目次ホJ 砲付時訴{小\-，~rQ 己保守-Q.lJ梨I!iinl(1J-i二νエ心。 RobertPear， Health. 

Care Costs ut Shartly Again， Posing New Threat， N. Y. Times， Jan. 5， 1993， at A1. 

(沼)E. g.， John Wennberg & A. Gittelsohn， Small A rea Variatiuns in Health Care Deliv的ん 182SCIENCE 1102 (1973); 

John Wennberg， Dealing with Medical Practice Variations: A Protosal for Actiun， 3 HEALTH AFFAIRS 6 (Summer 1984); 

¥;'製亘)• 
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Mark R. Chassin et al.， Variations in the Use of Medical and Surgical Seγvices by the Medicare Po.仰 lation，314 NEW 

ENG. J. MED. 285 (1986). 

(話)John Wennberg， Which Rate is Right?， 314 NEW ENG. J. MED. 310 (1986); SMALL AREA VARIATIONS IN IOWA: A 

STUDY OF MEDlCAL PRACTICE VARIATIONS FOR PEER REVIEW ORGANIZATIONS (Iowa Foundation for Medical Care 1985). 

(同)See， e. g.， David M. Eddy & John Billings， The Quality of Medical Evidence: Implication for Quali砂 Care，7 HEAL TH 

AFFAIRS 19 (Spring 1988). 

(iS5) Sandra 1. Tanenbaum， What Physicians Know， 329 NEW ENG. J. MED. 1268 (1993). 

(お)Charles E. Phelps， The Methodologic Foundations of Studies of the Appropriateness of Medical Care， 329 NEW ENG. J 

MED. 1241 (1993). 

(~)仏~ Oti'担割常国際盤溢iと(出υ""<r::) ..IJ黙認E法!l 持母ミミ属鉱 Q 望~~早ノ時五γ 剤段 Q榊〈凶際法盤ト口、 1ト

ペヤ内崎、民;トヤふト:」4ヰ士rQi8省経e布陣割榊桝 4ト削 G~皿陸自 G{!~ !l' 幽燦里民悲網、~m:{)!;!~{!iト一時、'\l<Jl;王者事Jν エ

ト(lO See generally， Timothy S. Jost， Policing Cost Contain間四t:The Medicare Peer Review Organization. 14 U. PUGET 

SOUND L. REV. 483 (1991). 

(~) John D. Blum， Hospitals. N，仰 MedicalPractice Guidelines. CQI. and Potential Liability Outco慨 es.36 ST. LOUIS U. L 

J. 913， 918-22 (1992); Peter P. Budetti， Malpractice and Access to Care. 36 ST. LOUIS U. L. J. 879， 889-90 (1992). 

(~) Douglas Sharrott， Note， Provider.Specific Qualiかーoj-CareData: A Proposal for Limited Mandatoη Disclosure， 58 

BROOKLYN L. REV. 85， 96-98 (1992). 

(ヨ)Id.， at 101; Zinman， supra note 1. 

(笥)MEDICARE HOSPITAL INFORMATION， supra note 2. 騨~[]抑己採縛れJ~ν エ時域密~ ~，. θ 同主ti .~経理ぎ鮒 (acute

myocardial infarction)' e小の 団組合除制 (congestiveheart failure)' e渥《・ヤ入トーミ H入命令 (pneumonia/

linfluenza)' @警盟主ti~鰍l ギ1量憾噸 (chronic obstructive pulmonary disease)' 0 1 明記翠~団 (transient cerebral 

ischemia)' @>翠緑トモト (stroke)'e量当区~~I!{m:本 (hip fracture)' @)主主モヨ組 (sepsis)'i-'母子。。 暗号如仰!l早宮事毒物ヰ4ν ェrQ

i8帳~誕ti' 8モヨ世田絵蛍 (angioplasty)， @回議官重工、「え κ縫製 (coronaryartery bypass graft) ， @~@]て -K- スー
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キミ一線拠 (initialpacemaker insertion)' 91原語読蛍E主主重量制定 (carotidendarterectomy)' 0出::E~~岨軍主・除草さ蛍 (hip

replacement I reconstruction)' @)起 E 短時E 宇 C~~醐慰 (open reduction of hip fracture) ，θ混同蛍擦坦

(prostatectomy)' @型機軍迫 (cholecystectomy)'@tわ{回軍司 (hysterectomy)~持母。

(~) But see infra note 54 (回 υ (I.. ~~n皿Bruce Vladeck l:l::¥ C nス入ム)"

(手)42 U. S. C. ~1306(d) (3) (1990); 42 C. F. R. ~40 1.l 33 (b) (1992). 

(宕)Ron Winslow， Pianeer P均・ectPublishes First R仰 kingsof Cleveland Hospitals， Wall St. J.， April 29， 1993， at B6. 

(事)Ron Winslow， Cincinnati Firms Cutting Costs with Hostital.Ranking System， Wall St. 1.. April 2， 1993， at Bl 

(弓)叶EU 同0せ"*鍵 C.~童文ャて κ 砂場三~....J{!凶~C寝糊ぽいも&C Þ-ト宮込 4く・|次干ノ ~(\{!C己主Jν， ~C 吋

小ヤHト苦言~同O$t~..L{ lと(\{!凶lía C T-ト君主111・ 災vほ(¥{!O Zinman， supra note 1. 

(~)苦手同 C術総監。

(~) HARVARD MEDICAL PRACTICE STUDY GROUP， PATIENTS， DOCTORS， AND LAWYERS: MEDICAL INJURY， MALPRACTICE 

LITIGATION， AND PATIENT COMPENSATION IN NEW YORK (1990); PAUL C. WEILER， MEDICAL MALPRACTICE ON TRIAL 12 

(1991) 

(~) WEILER， supra note 49， at 12. 

(巴)See， e. g.， Jesse Green， Problems in the Use of Outcome Statistics to Compare Health Care Providers， 58 BROOKLYN し

REV. 55 (1992); Marybeth Burke， HCFA 's M俳句lityData: The C仰 troversyCantinues， 66 HOSPITALS 118 (1992); 

Sharrott， supra note 40， at 92-94 & nn. 24-27 (凶~C~~i纏~;;r:;買が心). 

(岱)U. S. DEP'T OF HEALTH AND HUMAN SERVICES， MEDICARE HOSPITAL INFORMATION REPORT， VOL. 4: ARKANSAS xiv-xv 

(1992) 

(岱)Burke， supra note 51. @:堂醒酎 (comorbidities) 一一鰹終蜘!J.騨4口約 ..;ν エ嶋崎製秘密~-4~""~誕二益金霊前~噸榊 e ぽ

tBI !J.1Iトペ ~rn濯製C~州総司H~ - !J. Ç\エ νQ 型E事手当~摺~~~tQ tJ よJ~険、ニ。 Lisa 1. Iezzoni et al.， Comorbidities， 

Complicatians and Coding Bias: Does the Number of Diagnosis Codes Matter in Predicting In.H，仰 seMortaliか久 267J 

A肌 MED.ASS'N 2197 (1992)ー

~ 
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インフォームド・コンセントを超えて

注(48)の表

リスク調整死亡率

2.55% 

2.77 

2.10 

2.09 

3.27 

0.74 
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New York Hospital. Manhattan 

Maimonides Med. Ctr.. Bronx 

Rochester General 

Lenox Hill. Manhattan 

Strong Memorial. Rochester 

St. Francis. Roslyn 

New York Hospital 

Buffalo General 

St. Lukes Roos. .St. Lukes. Man 

St. Francis 

Beth Israel I Mt. Sinai. NYC 

院病名

Krieger K 

Jacobowitz 1 

MリangosJ 

Subramanian V 

Hioks G 

Damus P 

Lang S 

Lewin A 

Mindich D 

Robinson N 

Ergin M 

Tyras D 

自市医

0.37 

19.19 

16.95 

0.00 

18.33 

18.23 

0.00 

0.00 

62.26 

5.97 

0.00 

30.90 

54.67 

0.00 

0.0。
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Long Island Jewish 

Erie County Med. Center 

University Hosp Brooklyn 

Lenox Hill 

Univer引 tyHosp Brooklyn 

Winthrop-University 

Presbyterian 

New York Hospital 

Erie County Medical 

Presbyterian 

Maimonides Medical Center 

University Hosp Brooklyn 

St. Vincents 

St. Francis 

North Shore 

Pigott J 

Burack 

McCabe J 

Manjoney D 

Hsu H 

MalmJ 

Peyton R 

Lee P 

Michler R 

Ketosugbo A 

Williams R 

Barlam B 

Kolker P 

Moccio C 

(Newsday. Dec. 18. 1991から抜粋)
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(苫)Rating of Hos戸talsis Delayed側 Gr，仰向dof Flaws in Data， N. Y. Tirnes， June 23，1993， at A19. 

(出)Arthur J. Hartz et al.， Assessi昭 Providersof Corl仰aryRevascularization: A Method for Peer Review Organizations， 82 

AM. J. PUBLIC HEAL叩 1631(1992). ~C'~C'糊掛AJ -l ν曜旅杓長 ν':; r-Q.，JlC'!1 ti' ベ崖蜜~C'哨れdト肱ベ鑑餅ヤ

:1J i己守~r-Q 0 Bur ke， supra note 51. 

(出)E.g吋 HaroldS. Luft et al.， Does QualiかJnfluenceChoice of Hosがtal?，263 J. AM. MED. ASS'N 2899， 2906 (1990) 

(包)Newsday v. New York State Dep't of Health， 19 Media L. Rep. 1477， 1478 (N. Y. Sup. Ct.， Oct. 15，1991). 

(巴)Zinrnan， supra note 1 (制業式定凶盤側 (ArnericanCollege of Surgeons)) J~~):í~ C' Dr. Frank Spencer ~;;r;æ:)・

(色)See Sharrott， supra note 40， at 94-95. 

(g) David Zinrnan， State Ranks Heart Surgery Centers; 7 Area Hostitals Finish in Top 10， Newsday， Dec. 8， 1992， at 7. 

(~) Jd. 

(包)Ron Winslow， State Rates Heart Surgeons By Mortality， Wall St. 1.， Nov. 20， 1992， at B1， B8. 

(包)David Zinrnan， Hearts in Need: Coronary Specialists Avoiding High-Risk Operations， Newsday， May 11， 1992， at 7. 

:12燦I忠臣民;ト一、C'~J時!1 ti 吋一時J 1ト rくぷ困、3 持母。今~r-Q藤騨榊 ti' 詩~-.J二 1トム出:L 11"¥ t-“North Shore 

Exposure" (-<J反綿製“NorthernExposure" C'てロ iトヤー)山車線-l~。時'C'義重要専やさ， North Shore University 

Hospital C'斗騒嬰和司申込時'C'寝起C'-jo[エぼU除称J .ijミ必れJ~ν ，~~重訳者士会J.\!辺けが。「やりと」エ崎製 1 C':iS丈定幽ti' il 

rj-m-~ミミ窓越知!1吋~包『ミミ.g:~.，Jl-R~季五〉但ニ択J AJ 杓ヰ二時同・ 4く目次C' :::--κ れ穏樹民~{J時、~~-r r-Q榊.}.!~

1-<~~ 令。。時J C' 嬰和榊ti~ !1-!ilf\~~~r-QC'-RC'・ 1霊童公ベ同士r-Q i~ !1' ~主~C' 11"\入サ入、仏J~ -íii!1-l ~JJ 心~酎

但 AJ-lν~ C'~~凶合Jlìi主!腿いr-QC' 会F・ 吋 ε~ エ喋鑑どC'~凶 ~*-íiir-QC'-RC'・ J Marilyn Goldstein， 516 

Suggestions for TV Movies， Newsday， ]an. 8， 1993， at 8. 

(苫)Zinrnan， supra note 63 

(~) See， e.g.， Gordon Slovut， 4 Hospitals in State Show L仰 Mortali砂Ratesin Study， Star Tribune (Minneapolis)， June 

11， 1992， at 4B; Ruth Sorelle， Excessive Death Rates of County Hos.μtals Cited， Houston Chronicle， June 11， 1992， at 

A1; Rebecca H. Patterson， HosPital Shows Up on Death Rate List， St. Petersburg Tirnes， June 11. 1992， at 1B; 
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Zinman， supra note 1. 

(~) E.g.， Steve Twedt， Qtωlity 01 Mercy Ads 1s Strained， Pittsburgh Post Gazette， Feb. 14， 1993， at A1 (Mercy 

Hospital込山 o~':(一、三割 ν{!' r時ぷ{!~W:出~.~醤トト士主胆総主f 心 lト入ふれ)~ν エ制~-RC'-・J .lJ~小1:::HIIJ~

巣立索令時謀容~\i孝司'" t{l) ; Raquel Santiago， Hospital Brass Massage Message 01 Qtωl句 Data，CRAINS CLEVELAND 

BUSINESS， May 3， 1993， at 3. 

(包)See， e. g.， Zinman， Hearts in Need， supra note 63 (North Shore University Hospital ~ Tortolani 凶$:~nnHE1眠時)'

(包)Mark R. Chassin， New York Department of Health news release， Dec. 8， 1992， at 1.阻詣蛍ミャて K¥tト迄

(coronary bypass operations) ~縦士主， 1 ~<~母~ 1 fr;: 1111K~社会♂， 1 ~~ 1 社 以tilfr;:固長回目立ピ饗居

J νエトQO

(~) Janice H. Tanne， The Best Hospitals in New York， NEW YORK， Nov. 18， 1991， at 38; Sharrott， supra note 40， at 91 

& n. 20. 

(i'2) David Zinman， Standards Set lor Heart Procedure ; Outcomes Analysis Used to Assess ωal仰 01Care by Hospitals， 

Surge側 s，Newsday， Jan. 19， 1993， at 55. 

(ロ)1d. 

(巳)Pennsylvania Data Collection Program Reduces Costs， 1mproves Qtωlity 01 Care， 1 Health Care Policy Rep. (BNA) 783 

(1uly 5， 1993). 

(ロ)58 Fed. Reg. 12042 (March 2， 1993). 

(~)国 υ"" <C!!' ス Iトヤふトド〈盟副網~!Il迎盤~ 111次心'

会J思H~- .lJ ~ t{l 'J 心~~ド{\!.!-.Jνュt{lO 1d. at 12045. 

(巳) 1110 ~秘密~.lJ当 Fθ哨割合総理ぎ蝋I (acute myocardial infarction)' @胆お蛍之、rてK司会製Hト迄 (coronaryartery 

bypass graft surgery)' @棋倒孟胆議蛍浮き世廷 (percutaneoustransluminal coronary angioplasty) や崎時。 'J~ 化.ÇI~

;ト-~士!'出 υ""~~ 判くfê:'~ 幸司 ~DDトロ';~ H ~ム (Cooperative Cardiovascular Project) 一一仏出 O~:鮮総~{\!.!母子。「記

録~~事長田蕊製 (Fourth Scope of Work) J ~ 1 話や必伶一-~t唄JνE王寺事""-'ヰヰ' 白回出 OLiE思惑￥1J~ t{l。

1 {\!.!~~保体迄 (ambulatory surgery) :.l欄や v鰹*~同次
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(詑)Id. at 12044-45. 

(ヒ)578 So. 2d 1192 (La. App. 1991). 

(~) Id. at 1196. 

(史) 592 A. 2d 1251 (N. J. Super. 1991). 

(富)Id. at 1279-83. 

(ei(j) See text accompanyi昭 note7 supra 

(お)Aaron B. Twerski & Neil B. Cohen. C抑 ttaringMedical Providers: A First Look at the New Era of Mediω1 Statistic s， 

58 BROOKLYN L. REV. 5. 29 (1992). 

(認)Id. at 28-29. 

(苫)Id. at 31-32 

(昆) Twerski & Cohenさ， r話。g盟組 (proportionaterecovery) J E;'事組制，附出Jν エトQO や£さγ(単{J!，!gや)歪

e幽様車民主主栴e摺+十iE;'1室部長ト吋::-.，;>単エ t盛時時点J~-\o--令。凶燦里民走主将E;' (摺封<E;'ωエ) :1E~長 U ムi <'ν 主挙制n~断士~

iIIi~持軍士三' 時J E;' II-< E;' 凶傑里民主主将 e 明#iE;'同犠E;' 1ぎ部~トE;'事j!j U欄やエ ν~制日控室$~'itþ(~ごrZl I J -\J与~~柿rZl-\J;小、;>E;'

'¥J持母。 Twerski& Cohen. supra note 82， at 19-25; cf.， Herskovitz v. Group Health Cooperative， 664 P. 2d 474， 

479 (Wash. 1983) (Pearson， J.， concurring). ...) 会...)'時伶幽際思惑榊E;' (明:!:I<E;'ャエ)摺#iE;'蛍纏-¥J' (進言明g~ポ)

BQ E;'凶際思惑榊E;' 1さ~~起若手Jν'~制n~'<lÞ(~ご~I!!制[]E;'~制n~~~器gU紘思-\0--千(1IJ -¥J U ti 酎纏g~型選最.I!J~築時王子 F

'J E;' -4.Ç'や~阻U~土処濡.qng盤整盟関経会J~議案1韮ZhE監ffi:-\o--rZl IJ 心~~ポエ'\J-%'t-C'小。

(~) Kurt D. Gillis & Jesse S. Hixon， Efficacy of Statistical Outlier Analysis for Monitoring QualiかofCare， 9 J. Bus. & 

ECON. STATISTICS 241 (1991); David W. Emmons et al.. Data on EmPloyee Physici仰 Profiling，26 J. HEALTH & H05P. 

L. 73 (1993). 

(お)John D. B1um. Evaltωtion of Medical Staff Us何 FiscalFactors: Ec側側icCredentialing， 261. HEALTH & Hosp. L. 65 

(1993). 

(詔)10聞 ROTENBERG，T ASK FORCE ON EXCLUSIVE CONTRACTING AND ECONOMIC CREDENTIALING'S REPORT TO THE COUNCIL 
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(1990)， cited in Blum， supγa note 87， at 66 & nn. 16-18. 

(~) Bill Clinton， Address to the Congress on Health Care Reform (S巴pt.22， 1993)， in 1 Health Care Policy Rep. (BNA 

Special Supp.) S-46 to S-52 (Sept. 27， 1993)ー

(a;) Clinton Unveils Reform Pl仰 ω]ointSession of C側 gress，1 Health Care Policy Rep. (BNA Special Supp.) S-3 to S-5 

(Sept. 27， 1993); The Clinton Health Care Reform Plan: An Overview， id.， at S-6. 

(0:;) Clinton， supra note 89， at S-50. 

(思)White House Summary of Reform Plan， 1 Health Care Policy Rep. (BNA Special Supp.) S-53， at S-56， S-59 (Sept 

27，1993) 

(包)Feder Says Reform to Emphasize Reliable Data Ba叫 forConsumers， 1 Health Care Policy Rep. (BN A) 574 (May 31， 

1993) (矧最難題盟・!思ギ押(白出国ω) C州旅・紘垣 (planning& evaluation)界l苛TI{UUJudith Feder ¥f( C制J]1111)。

(;;!;) Ron Winslow， Retort Card on⑫ωliり，and Effeciency of HMOs May Provide a Model for Others， Wall St. J.， March 9， 

1993 at B1; United HealthCare Issues Report Cards on Plan Performance to G剛 pClients， 1 Health Care Policy Rep 
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ABSTRACT 

The American health care system is beleaguered by conflicting demands 

for cost control and for universal access to care. A potentially important 

means of helping to resolve this conflict is medical outcomes research一一

the collection and analysis of information concerning how well patients with 

a given diagnosis fare under different treatments at the hands of different 

health care providers. Medical outcomes research is coming into its own as a 

way of pinpointing and squeezing out unnecessary and harmful medical 

practices， rendering medical care more cost-effective， and husbanding 

scarce health care resources so that they can be more equitably distributed 

to the citizenry. Competitive pressure on health care providers also 

contributes to the demand for reliable medical outcome information， as the 

measured quality of services provided becomes a significant criterion for 

consumer choice. 

This article traces the development of a legal environment in the United 

States conducive to public access to provider-specific medical outcome 

information. Informed consent doctrine， medical records access rights， and 

freedom of information laws have coalesced to create a framework of legal 

doctrine in which public access to outcome data for each hospital， and in 

some cases for each physician， will likely become the general rule. This 

trend should be reinforced by the Clinton Administration's proposals for 

health care reform， which (if enacted) will include an annual opportunity for 

consumers to choose among competing health plans with reference to 

published quality-of-care data. Implications for quality improvement 

incentives， informed consent and doctor-patient relationships， and 

physicians' practice patterns are explored. 
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